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   は じ め に 

 

 『人が宝のまちづくり』 

いつまでも健康で自分らしくいきいきとした生活を送る

ことは、私たちの共通の願いであり、社会全体の願いで

もあります。 

嵐山町では、第６次総合振興計画において 

「未来へつなぐ ひと しぜん くらし ともに学び育むまち らんざん」を目指す将来像

としています。この将来像には、幸せを感じられる瞬間を与えてくれる「ひと」「しぜん」

「くらし」を、一人ひとりが大切にし、人との交わりの中で学び、未来へつないでいく、こ

うした思いを込めています。 

「人生 100年」が当たり前になりつつある昨今、健康は何よりも大切であります。主体

的に自分自身の人生を歩んでいかれる方々が増えていき、生涯にわたって健康で充

実した幸せな生活が送れるよう、健康づくりに取り組んでいます。 

このたび、第２次嵐山町健康いきいきプランの策定にあたっては、国及び県の動向

や健康アンケート調査の結果等により課題を明らかにするとともに、健康づくりの主役

である町民の皆様がご自身の健康に関心を持って取り組むことができる施策の重要性

を再認識した計画となっております。 

本計画「嵐山町健康いきいきプラン」では、町民の健康の保持・増進、健康寿命の

延伸を目的とし、生活習慣病の発症予防や重症化予防に重点的に取り組むこと、また、

未来を担う子どもたちから高齢者の方々までが、健全な食生活、こころの健康保持、

歯と口の健康づくりを実践していただくことを目指しています。 

今後、町では本計画に掲げた基本理念・取り組みの実現に向け、様々な組織・分野

と連携を図りつつ、皆様と地域、まちぐるみで共に計画を進めてまいりますので、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にご尽力いただきました多くの皆様及び関係各位に心より

感謝申し上げます。 

 

令和７年３月 

嵐山町長 佐久間 孝光  
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第 1章 計画策定にあたって 
 

 

１ 計画策定の趣旨 
 

人生 100 年といわれる時代を迎え、一人ひとりが健康で生き生きと暮らすことができる健康

長寿社会の実現が望まれています。社会が多様化する中で、健康や心の課題も多様化して

いる状況が生じ、国では令和６年度から「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」「個人の行動と

健康状態の改善」等を国民の健康増進の推進に関する基本的な方向とした「健康日本２１（第

三次）」を策定しています。「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実

現」をビジョンに掲げ、「誰一人取り残さない健康づくりの展開」と「より実効性を持つ取り組み

の推進」に重点を置いています。 

嵐山町においては、国の「健康日本２１（第三次）」や県の「健康埼玉２１」等を踏まえ、平成

２７年３月に「健康いきいきプラン（第一次）」を策定し、「健康増進計画」及び「食育推進計画」

における健康づくりを推進してきました。また、令和２年３月には中間見直しを行うとともに、「自

殺対策計画」及び「歯科口腔保健推進計画」を統合した計画とし、健康づくりの更なる充実に

向けた施策の推進に取り組んできました。 

この度、現行計画が令和６年度をもって終了することから、「健康日本２１（第三次）」や「埼

玉県地域保健医療計画（第八次）」の方針等に基づき、これまでの取組の達成度や評価と課

題の検討、社会情勢の変化等に配慮しながら、令和７年度を初年度とする「健康いきいきプラ

ン（第二次）」を策定します。 

この計画は、「自分の健康は自分でつくる」ことを基本に、全ての町民がともに支え合い、生

涯にわたって健康で充実した幸せな生活を送ること＝「ＱＯＬの向上」を目指すものです。 

 

  「ＱＯＬ」…Quality of life（クオリティ・オブ・ライフ）の略称。「人生の内容の質」や「社会的な生活の質」を指し、より良い

生き方や生活を送ることについて、生きがいや幸福感、精神的豊かさや満足度などでとらえる概念とされています。 
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２ 計画の性格と位置づけ 
 

本プランは、４つの計画で構成し、「第６次嵐山町総合振興計画」の個別計画として位置づ

け、「嵐山町特定健康診査等実施計画」等、関連する個別計画と整合性を図り策定するもの

です。 

「嵐山町健康増進計画」：健康増進法第８条第２項に規定する健康増進計画 

「嵐山町食育推進計画」：食育基本法第１８条に基づく食育推進計画 

「嵐山町自殺対策計画」：自殺対策基本法第１３条第２項に基づく自殺対策計画 

「嵐山町歯科口腔保健推進計画」：歯科口腔保健の推進に関する法律第３条第２項及び 

嵐山町歯科口腔保健の推進に関する条例第３条に 

基づく施策を定める計画 

これらの計画は、事業の効率的な実施を図り、取組や指標の管理を行う観点から一体的に

策定するものです。 

 

  

◎ 関係計画等関連図 

 

 

 

  

嵐山町健康 

いきいきプラン 

 

健康増進計画 

食育推進計画 

 自殺対策計画 

歯科口腔保健推進計画 

【 関連個別計画 】 

・嵐山町国民健康

保険第３期保健事

業実施計画、第 4

期特定健康診査

等実施計画 

・嵐山町地域福祉

計画 

・第４期嵐山町障害

者計画 

・第４次嵐山町男女

共同参画プラン 

・嵐山町こども計画 

          等 

           

等 

【 国 】 

健康増進法 

 健康日本 21 

食育基本法 

 食育推進基本計画 

自殺対策基本法 

 自殺総合対策大綱 

歯科口腔保健の推進

に関する法律 

 歯・口腔の健康づくりプラン  

 

【 県 】 

埼玉県地域保健医療計画 

埼玉県健康長寿計画 

埼玉県食育推進計画 

埼玉県自殺対策計画 

埼玉県歯科口腔保健推進計画 

第６次嵐山町総合計画 
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３ 計画の期間 
 

計画期間は、令和７年度（２０２５年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの６か年とします。

最終年度には計画の達成度についての評価を行います。 

なお、社会情勢の著しい変化や本計画の進捗状況等、また関連する国・県の計画や基本

方針などにより、見直し等が必要になった場合には随時適切に実施します。 

 

 令和 ７ 

年度 

     ８ 

年度 

 ９ 

年度 

１０ 

年度 

１１ 

年度 

１２ 

年度 

嵐山町健康いきいきプラン 

嵐山町健康増進計画 

嵐山町食育推進計画 

嵐山町自殺対策計画 

   嵐山町歯科口腔保健推進計画 

      

 

 

４ 計画策定の体制 
 

 本計画の策定にあたっては、下記に掲げる方法により、保健福祉関係者、学識経験者、町

民の参画を求め、幅広い意見の聴取に努めました。 

 

（１）「嵐山町健康いきいきプラン」策定のための健康アンケート調査の実施 

  町民の日常生活における習慣、運動、食事、心や歯の健康などについての意識等を把握

し、計画策定のための基礎資料とするために、令和６年４月に幅広い年齢層の町民にアン

ケート調査を実施しました。 

 

（２）嵐山町健康いきいきプラン策定委員会の開催 

  本計画を幅広い分野の専門的な意見や町民の意見等を踏まえたものとするため、策定委

員会を設置・開催し、協議・意見をいただきました。 

 

（３）意見公募（パブリックコメント） 

  町民の参加が重要となっていくことから、広く町民の意見を聴取し計画に反映するよう、パ

ブリックコメントを実施しました。 

検 

証 

・ 

評 

価 
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第２章 嵐山町の健康をめぐる 

現状と課題 
 

 

１ 人口・医療等の状況 
 

（１）人口に関する状況 

人口の推移をみると、第１次計画中間（令和２年（2020 年））は１７，８８９人でしたが、年々減

少し、高齢化率は増加し、今後１５歳未満人口と１５歳から６４歳までの生産年齢人口の割合は

ますます減少することが予測されています。本計画最終年（令和１２年（2030 年））には人口１６，

３９２人、高齢化率は３６．５％になる見込みです。令和１２年（2030 年）以降は、１，０００人単位

で減少し、加速度的に人口減少が進む可能性があります。 

 

◆ 高齢化の推移と将来推計                    単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「日本の市町村別将来推計人口(令和 5 年 12 月推計)」(令和 2 年国勢調査人口を基準に推計） 

 

 

 

 
 

2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 

総人口 17,889  17,184  16,392  15,487  14,525  13,572 12,674 

高齢化率 32.9% 35.1% 36.5% 38.5% 41.6% 43.6% 44.9% 

高齢者人口 

(65 歳以上) 
5,878  6,023  5,987  5,958  6,039  5,913  5,685  

前期高齢者 

(65～74 歳) 

〔 再 掲 〕 

3,083  2,496  2,177  2,234  2,534  2,462  2,072  

後期高齢者 

2,795  3,527  3,810  3,724  3,505  3,451  3,613  (75 歳以上) 

〔 再 掲 〕 
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   令和７年（２０２５年）には後期高齢者の人数と前期高齢者の割合が逆転し、さらに令和２

７年（２０４５年）には４人に１人が７５歳以上となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県の健康指標総合ソフト（2023 年） 

 

令和３２年（２０５０年）将来人口では、前期・後期高齢者の割合が多く、その反面、生産年

齢人口が少ない状況です。１人の若者が１人の高齢者を支える肩車型社会となることが推

測されます。６５歳以上でも健康を維持している人が増え、支える側にまわることが高齢社

会を支えるために必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県の健康指標総合ソフト（2023 年） 

   

0
5
10
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35
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0
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5,000

6,000
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2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

（％）(人) 高齢化の推移と将来推計

後期高齢者 前期高齢者 高齢化率 75歳以上人口割合

215 

281 

309 

363 

475 

396 

405 

464 

554 

664 

735 

566 

587 

644 

777 

591 

447 

197 

73

14

180 

296 

305 

338 

453 

356 

367 

395 

541 

621 

603 

567 

524 

600 

870 

686 

542 

369 

151

75

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95歳以上
2023年人口

男 女 107 

132 

161 

176 

188 

208 

261 

313 

373 

415 

469 

446 

468 

515 

539 

626 

459 

276 

159 

70 

101 

130 

156 

170 

180 

182 

228 

275 

293 

362 

429 

380 

386 

458 

560 

589 

504 

395 

290 

245 

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95歳以上
2050将来推計人口

男 女

資料：厚生労働省ホームページ「社会保障改革」 
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（２）平均寿命と健康寿命 

 令和４年（２０２２年）における嵐山町の健康寿命は、男性が８２．８９歳、女性が８５．７９歳で

す。男性、女性ともに平均寿命の延びに比べ健康寿命の延びが下回っています。 

 平均寿命の延伸に比べ健康寿命の延伸が上回ることで、医療費や介護給付費の減少が期

待できます。 

 

  

1 次計画策定時 

（2017 年） 

現状値 

（2022 年） 
延び 

健康寿命と 

平均寿命の 

延びの差 

男性 

平均寿命（65 歳） 
嵐山町 84.01 歳 84.77 歳 0.76 歳 ー 

埼玉県 84.35 歳 84.86 歳 0.51 歳 ー 

健康寿命（65 歳） 
嵐山町 82.30 歳 82.89 歳 0.59 歳 －0.17 歳 

埼玉県 82.57 歳 83.12 歳 0.55 歳 ＋0.04 歳 

女性 

平均寿命（65 歳） 
嵐山町 88.98 歳 89.61 歳 0.63 歳 ー 

埼玉県 89.07 歳 89.68 歳 0.61 歳 ー 

健康寿命（65 歳） 
嵐山町 85.30 歳 85.79 歳 0.49 歳 －0.14 歳 

埼玉県 85.36 歳 86.03 歳 0.67 歳 ＋0.06 歳 

資料：埼玉県の健康指標総合ソフト（2023 年） 
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2022年

2017年

（歳）

嵐山町の健康寿命と平均寿命（男性） 健康寿命 平均寿命

89.61

88.98

85.79

85.3

83 84 85 86 87 88 89 90

2022年

2017年

（歳）

嵐山町の健康寿命と平均寿命（女性） 健康寿命 平均寿命

1.71歳 

1.88歳 

3.68歳 

3.82歳 
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［平均寿命と健康寿命］ 

「平均寿命」とは、０歳児時点の平均余命で、「何歳まで生きられるのかの平均的な年数」をいいます。６

５歳平均寿命は、今現在６５歳の方の平均余命（あと何年生きられるかという期待値）に現在の年齢（６

５歳）を足したものです。 

「健康寿命」とは、健康をどうとらえるかにより、いろいろな考え方がありますが、埼玉県では、６５歳に

達した県民が、健康で自立した生活を送る期間、具体的には、「要介護２以上」になるまでの期間をいいま

す。 

平均寿命と健康寿命の差は日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。社会保障制度を持続可

能なものにするために、健康寿命と平均寿命の差を小さくすることが重要です。 

 

 

 

資料：埼玉県ホームページ「埼玉県の健康長寿」 
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（３）医療・介護に関する状況 

ア）特定健康診査・各種がん検診の状況 

① 国民健康保険と後期高齢者医療制度の状況 

嵐山町国民健康保険の令和５年度（２０２３年度）末の加入者（被保険者）は３，４９０人、

後期高齢者医療制度の加入者は３，３１１人で、両保険を合わせると６，８０１人となり、町民

全体の３８．２％を占めます。 

被保険者数の年次推移を比較すると、国民健康保険被保険者が減少し、後期高齢者医

療被保険者が増加しています。 

 
資料：国保データベースシステム（ＫＤＢ）※ＫＤＢと略 

 

② 国民健康保険被保険者の年齢構成 

嵐山町国民健康保険は、埼玉県・全国に比べて３９歳以下の割合が少なく、６５歳以上の

割合が多くなっています。６０歳前後頃から、退職により他保険から国民健康保険へ移行す

る方がいるため、６５歳以上の割合が多くなっていますが、人口の高齢化とともに後期高齢

者医療に移行する方の割合は多くなるため、今後も被保険者数は減少していくことが予想

されます。 

 

4,180 
3,967 

3,689 
3,490 

2,851 2,965 
3,137 

3,311 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2020 2021 2022 2023

（人）

（年度）

国保被保険者 後期高齢者医療被保険者

26.7 

27.0 

16.7 

33.6 

34.2 

29.3 

39.7 

38.8 

54.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

埼玉県

嵐山町

被保険者の年齢構成(令和５年度(2023年度))

～39歳 40～64歳 65～74歳

資料：ＫＤＢ 
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③ 特定健康診査の状況 

嵐山町においては、平成２８年度（２０１６年度）から令和元年度（２０１９年度）までの特定

健康診査の受診率をみると、埼玉県の平均受診率よりも高い数値を維持していました。令

和２年度（２０２０年度）に、急激に低下しました。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴う健診体制や医療機関への受診差控え等が影響していると推測されます。その

後、受診率は少しずつ回復傾向にありますが、令和元年度以前の水準に達するには至りま

せん。 

  

資料：ＫＤＢ 

 

男女・年齢別でみると、各世代で女性のほうが高い傾向にあります。男性は６０～６４歳代、

女性は５５～５９歳代以降から急に受診率が増えています。 

  

資料：ＫＤＢ 
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④ 後期高齢者健康診査の状況 

後期高齢者健診の受診率は、特定健康診査と同様令和２年度（２０２０年度）は大きく下がり

ましたが、その後緩やかに増加しています。埼玉県と比べると受診率は低いです。 

 
資料：ＫＤＢ 

 

⑤ 特定健康診査有所見者状況  

 嵐山町のメタボリックシンドローム（メタボ）予備群、メタボリックシンドローム（メタボ）該当者の

割合とも、やや増加傾向にあります。 

 令和５年度（２０２３年度）の割合をみると、メタボ予備軍は埼玉県よりやや低く、メタボ該当者

は埼玉県とほぼ同じ値になっています。 

資料：ＫＤＢ 
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後期高齢者健康診査受診率の年次推移

嵐山町 埼玉県

嵐山町 埼玉県 全国 嵐山町 埼玉県 全国

2020年度 11.4 11.9 11.5 18.9 20.7 20.6

2021年度 12.4 11.9 11.4 21.3 20.3 20.3

2022年度 12.6 11.9 11.2 20.3 20.4 20.3

2023年度 11.6 12.1 11.2 20.4 20.3 21.3

メタボ予備群（％） メタボ該当者（％）
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参考：厚生労働省「ｅヘルスネット」 

 

⑥ がん検診の状況  

がん検診受診率は、各検診ともに令和２年（２０２０年）に大きく落ち込みがみられます。これ

は、新型コロナウイルス感染症予防により、医療機関の受診控えという社会的傾向や令和２年

度・令和３年度（２０２０年度・２０２１年度）に集団検診が中止されたことが大きな要因でもありま

す。集団検診が再開された後は、各検診とも受診率は大きく回復しました。 

 
資料：嵐山町個別・集団がん検診受診実績（健康増進法に基づくがん検診結果より） 

2018 2019 2020 2021 2022

胃がん 6.3 6.6 2.1 1.4 5.1

肺がん 16.2 25.7 14.2 8.5 17.7

大腸がん 10.9 15.0 7.6 4.8 11.1

子宮頸がん 9.3 16.6 7.8 5.1 14.7

乳がん 7.5 12.0 3.6 2.5 10.0

0

5

10

15

20

25

30
（％）

（年度）

［メタボ予備軍・メタボ該当者］ 

内臓脂肪面積が 100 ㎠以上（腹囲が男性８５㎝以上、女性が９０㎝以上）を必須とし、高血糖、高血

圧、高脂血症の各基準値以上に１つ該当した者は「メタボ予備軍」、２つ以上該当した者は「メタボ

該当者」とされています。 
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イ）医療費の状況 

① 国民健康保険と後期高齢者医療保険における医療費の推移 

国民健康保険における医療費は、増加傾向で推移し、令和５年度（２０２３年度）の 1 人当た

りの医療費は、30,479円となっています。埼玉県・全国平均より高くなっています。 

 
資料：ＫＤＢ 

 

② 後期高齢者医療保険における医療費の推移 

 後期高齢者医療保険の医療費は増減を繰り返し、令和５年度（２０２３年度）の１人当たり

の医療費は、61,266円となっています。埼玉県・全国平均より低くなっています。 

 

 
資料：ＫＤＢ 

 

2019 2020 2021 2022 2023

嵐山町 26,879 29,194 28,159 28,542 30,479
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全国 26,225 25,629 27,039 27,570 28,443
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2019 2020 2021 2022 2023
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③ 疾病分類別の医療費 

◎ 医療費（入院＋外来）全体に占める医療費の割合 

医療費総額に対する主要疾病の割合では入院、通院合計すると慢性腎臓病（透析あり）が

最も高い割合を占めています。生活習慣病の基礎疾患である糖尿病、高血圧症の医療費は、

８．１％となりました。長期入院の原因となる統合失調症や、要介護の原因の一つになる関節

疾患も上位に位置しています。 

 

資料：ＫＤＢ 
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◎ 生活習慣病疾病別医療費の状況 

生活習慣病別医療費を令和元年度と令和４年度で比較すると、慢性腎不全（透析あり）､

関節疾患、肺がん、胃がん、心筋梗塞が大きく増加しており、新型コロナウイルス感染症対

策下における、生活不活発病（動かない（生活が不活発な）状態が続くことにより心身の機

能が低下して、動けなくなること）の影響や、がん検診の受診控え等が影響している可能性

があります。乳がんや大腸がん、前立腺がん等は医療費が減少していますが、がん検診受

診控えを考えると、今後増加してくる可能性も否定できません。生活習慣病の予防と共に、

がん検診の受診率向上についても考えていく必要があります。 

  
① 令和元年度 

(円) 

② 令和４年度 

(円) 
年度比較(②/①) 

高血圧症 51,449,120 39,859,100 77.5％ 

慢性腎不全（透析あり） 90,682,750 114,500,650 126.3％ 

糖尿病 84,378,580 78,504,790 93.0％ 

脂質異常症 30,802,990 21,759,340 70.6％ 

統合失調症 61,960,840 67,816,540 109.5％ 

関節疾患 48,102,640 57,576,240 119.7％ 

大腸がん 27,461,040 22,506,360 82.0％ 

狭心症 5,780,640 6,203,290 107.3％ 

脳梗塞 21,969,420 17,541,140 79.8％ 

乳がん 20,188,450 10,010,140 49.6％ 

前立腺がん 17,554,780 13,823,870 78.7％ 

骨粗しょう症 16,051,130 13,763,570 85.7％ 

肺がん 30,418,410 41,055,650 135.0％ 

胃がん 7,648,820 10,033,820 131.2％ 

心筋梗塞 5,507,330 7,066,160 128.3％ 

資料：嵐山町第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 
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◎ 人工透析の医療費の状況 

人工透析患者数は増加傾向にあります。その半数以上は糖尿病を合併する者であり、人

工透析に係る医療費を削減するためには、糖尿病の重症化を防ぎ人工透析に移行させな

いことが重要です。埼玉県の「糖尿病性腎症重症化予防対策事業」に嵐山町も参加してい

ますが、より早期からの予防が重要と考え、令和５年度より血液サラサラ教室を開始しました。 

 

◆人工透析患者のうち糖尿病のある患者数と糖尿病に係る医療費の推移 

 

資料：嵐山町第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 
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ウ）死因の状況 

嵐山町の令和４年（２０２２年）における全死因に占める主要原因別の死亡割合は第１位が

「悪性新生物（がん）」で、第１位から第３位の「老衰」まで埼玉県の死因別死亡割合と同じ順位

となっています。「老衰」は、５年前より６．６ポイント増加していました。また、５年前には第８位

以内になかった「肝疾患」、「アルツハイマー病」が入ってきています。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ライフステージ別の死亡割合平成３０年～令和４年（２０１８～２０２２年）をみると、「自殺」によ

る死亡割合が高い世代は、壮年期・青年期となっています。 

中年期以降は、「悪性新生物」と「心疾患（高血圧性は除く）」が上位を占めている状況です。

壮年期でも割合が高くなっており、若い世代へのがん教育、生活習慣の改善へのアプローチ

が必要となります。 

 

死亡数(人) （％） 死亡数(人) （％）

253 100.0 82,221 100.0

第1位 悪性新生物 58 22.9 第1位 悪性新生物 20,635 25.1

第2位 心疾患（高血圧性を除く） 43 17.0 第2位 心疾患（高血圧性を除く） 12,525 15.2

第3位 老衰 28 11.1 第3位 老衰 8,444 10.3

第4位 肺炎 20 7.9 第4位 脳血管疾患 5,199 6.3

第5位 脳血管疾患 14 5.5 第5位 肺炎 4,640 5.6

第6位 肝疾患 7 2.8 第6位 誤嚥性肺炎 2,374 2.9

第7位 不慮の事故 7 2.8 第7位 不慮の事故 1,874 2.3

第8位 アルツハイマー病 6 2.4 第8位 腎不全 1,498 1.8

70 27.7 25,032 30.4

資料：人口動態統計

全死因

その他

嵐山町：死因別死亡割合（2022年）

その他

全死因

埼玉県：死因別死亡割合（2022年）

悪性新生物

心疾患（高

血圧性を

除く）

老衰

脳血管疾

患

肺炎

誤嚥性肺

炎

不慮の事故

腎不全

その他

埼玉県
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＊ ライフステージ 

人生の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれ

の段階。 

ライフステージ別死因順位(2018年～2022年）

幼年期 少年期 青年期 壮年期 中年期 高齢期

(0～4歳) （5～14歳) (15～24歳) (25～44歳) (45～64歳) (65歳以上)

50% 33.3% 27.8% 41.5% 24.0% 25.0%

50% 33.3% 16.7% 9.8% 16.4% 15.8%

33.3% 11.1% 6.1% 11.0% 10.1%

11.1% 4.9% 9.3% 8.8%

5.6% 3.7% 6.6% 6.4%

5.6% 2.4% 2.3% 2.1%

5.6% 2.4% 2.1% 2.0%

2.4% 1.9% 1.9%

その他 その他 その他 その他

16.7% 26.8% 26.3% 27.9%

資料：人口動態統計

脳血管疾患

不慮の事故

その他の新生物

順位

急性気管支炎
ヘルニア及び

腸閉塞
自殺 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

先天奇形，変
形及び染色体

異常

心疾患（高血圧
性を除く）

自殺
心疾患（高血圧

性を除く）
肝疾患 老衰 老衰

心疾患（高血圧
性を除く）

不慮の事故 悪性新生物
心疾患（高血圧

性を除く）

脳血管疾患

間質性肺疾患 不慮の事故

肺炎 肺炎 肺炎

脳血管疾患 脳血管疾患

インフルエンザ
ヘルニア及び

腸閉塞

第8位

総数

自殺 不慮の事故 間質性肺疾患

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

第7位

糖尿病 誤嚥性肺炎 誤嚥性肺炎
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 標準化死亡比の状況をみると、埼玉県を基準として１００とした場合、「心疾患」が県内の基

準より高く、県内順位も低い順位にあることがわかります。 

 「自殺」は、男性１位、女性４０位でした。嵐山町民の自殺者は圧倒的に女性が多いことがわ

かります。 

嵐山町の標準化死亡比：ＳＭＲ（ベイズ推定） 〔2018～2022 年 埼玉県：100〕 

  男（県内の順位） 女（県内の順位） 

悪性新生物（がん） 98.7 29 位 96.1 16 位 

心疾患 106.1 39 位 107.3 36 位 

脳血管疾患 91.1 16 位 104.6 34 位 

自殺 62.8 1 位 104.2 40 位 

資料：埼玉県の健康指標総合ソフト（2023 年） 

★順位は、埼玉県内６３市町村中の標準化死亡比（ＳＭＲ）。 

 

 

＊ 標準化死亡比（ＳＭＲ） 

死亡率は年齢によって大きな違いがあり、高齢者の多い市町村では高く、若年

者の多い市町村では低くなるため異なった年齢構成の地域別の死亡率はそのま

までは比較できません。標準化死亡比は、基準死亡率（人口１０万対の死亡数）

を対象地域に当てはめ、年齢構成を調整してそろえた死亡率をいいます。 

 

＊ ＳＭＲ（ベイズ推定） 

人口規模の少ない市町村で、単純に死亡数だけを用いると、出現数の少なさに

起因して偶然変動の影響が数値に大きく影響します。また、高齢者の多い市町村

では死亡者が多く、若年層の多い市町村では死亡者は少なく、単純に死亡率で死

亡状況の比較はできません。そこでベイズ統計学を用いて属する二次医療圏（嵐

山町では川越比企保健医療圏）の実死亡数を活用し、これと各市町村固有の死亡

数等のデータを総合して計算された推定値をベイズ推定といいます。この値が

１００以上であると、その市町村の死亡率は何らかの理由で高いといえます。 

 



- 19 - 

 

 

 

基準：埼玉県＝100 

ＳＭＲ（ベイズ推定値）・・・嵐山町：男 101、女 103、男女 103 

全死因　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【男】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

全死因　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【女】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～
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基準：埼玉県＝100 

ＳＭＲ（ベイズ推定値）・・・嵐山町：男 99、女 96、男女 98 

 

悪性新生物　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【男】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

悪性新生物　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【女】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～
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基準：埼玉県＝100 

ＳＭＲ（ベイズ推定値）・・・嵐山町：男 106、女 107、男女 107 

 

心疾患　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【男】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

心疾患　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【女】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

心疾患　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【男】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～
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基準：埼玉県＝100 

ＳＭＲ（ベイズ推定値）・・・嵐山町：男 91、女 105、男女 98 

 

 

 

  

脳血管疾患　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【男】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

脳血管疾患　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【男】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

脳血管疾患　標準化死亡比（2018～2022年___埼玉県：100 【女】）

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町

白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市

蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町
小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

～ 75

75 ～ 85

85 ～ 95

95 ～ 105

105 ～ 115

115 ～ 125

125 ～

資料：標準化死亡比の図は全て「埼玉県の健康指標総合ソフト」（2023）より 
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エ）要支援・要介護認定者数の状況 

 平成３０年から令和５年にかけて増加傾向で、介護度別では要介護１～２の認定者数が増加

傾向にあります。要介護３の認定者数は減少していますが、要介護４の認定者数は増加して

います。要介護５の認定者数は増加、減少を繰り返しています。 

 

資料：第９期嵐山町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 

◆要介護認定者数の推移（第 1 号被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第９期嵐山町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要支援１ 55 65 56 64 78 68  

要支援２ 71 71 74 85 91 100  

要介護１ 164 146 157 192 207 226  

要介護２ 175 195 214 202 200 219  

要介護３ 149 155 158 175 156 157  

要介護４ 117 109 106 118 127 126  

要介護５ 73 81 71 68 77 76  

計 804 822 836 904 936 972 

第１号被保険者 5,642 5,768 5,823 5,921 5,936 5,965 

認定率 14.3% 14.3% 14.4% 15.3% 15.8% 16.3% 

55 65 56 64 78 68

71 71 74 85 91 100

164 146 157
192

207 226

175 195 214

202
200

219
149 155

158

175
156

157
117 109

106

118
127

126

73 81
71

68
77

76

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

804 822 836

904
936

972（人）
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎知識」より作成 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎知識」より作成 

（４）自殺の状況 

ア）自殺死亡率の年次推移 

 

 

国の自殺死亡率は、平成２１年（２００９年）以降に減少傾向、埼玉県においても減少傾向に

ありましたが、直近３年は増減を繰り返しています。 

 自殺率は人口１０万人当たりで示されるため、町は一人当たりに占める率が５ポイント以上あ

り、その結果大きく増減を繰り返しています。自殺死亡率は全体平均を上回る年が多い状況

にあります。 

 

イ）男女別自殺者数の推移 

 
 

平成３０年（２０１８年）には８人となりましたが、直近３年は減少傾向にあります。 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

男性 2 4 1 4 0 5 0 2 1 1

女性 1 2 1 3 3 3 0 2 2 0

総数 3 6 2 7 3 8 0 4 3 1

0

2

4

6

8

10

自
殺

者
数

(人
)

男女別自殺者数の推移
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎知識」より作成 

ウ）男女別・年齢別死亡状況 

 
              

３０歳代・４０歳代の男性及び４０歳代・７０歳代の女性の自殺者数が多い状況です。 

 

エ）性・年齢・職業・同居人の有無別にみた自殺率 

 
資料：地域自殺実態プロファイル（2023 年版）より作成 

 嵐山町の自殺者の５年間の累計について、性・年齢・職業・同居人の有無別による自殺率を

全国と比較すると、男性では「２０～３９歳・無職者・独居」、女性では「２０～３９歳・無職者・同

居」が高い状況にあります。 

  

19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

男性 0 2 4 4 2 2 2 3

女性 1 2 2 4 2 1 5 1

総数 1 4 6 8 4 3 7 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

自
殺

者
数

年齢別死亡状況（2013年～2022年）

0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

同
居

独
居

有職 無職 有職 無職 有職 無職 有職 無職 有職 無職 有職 無職

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

男性 女性

自
殺
死
亡
率

(
人
口

1
0
万
対
)

割
合

割合 全国割合 自殺死亡率(人口10万対) 全国自殺死亡率
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２ 嵐山町健康アンケート調査の実施 

（１）調査の概要 

町民の日常生活における習慣、運動、食事、心や歯の健康などについての意識や実態等

を把握し、計画策定のための基礎資料とすることを目的として、令和６年４月に幅広い年齢層

の町民にアンケート調査を実施しました。 

調査 

種別 
調査対象 調査期間 調査方法 配布数 回収数 回収率 

幼 児 
嵐山幼稚園児

の保護者 
令和６年 

５月１日 

～15日 

園で保護者

に配布・回収 
52人 47人 90.4％ 

小学生 小学５年生 学校に依頼

し、クラスで配

布・回収 

108人 94人 87.0％ 

中学生 中学２年生 115人 97人 84.3％ 

成 人 

１８歳以上の 

町民 

無作為抽出者 

令和６年 

４月 23日 

～５月 15

日 

郵送配布・ 

郵送回収 
1,000人 434人 43.4％ 

 

（２）調査の基本属性 

 調査の対象は、町民全体に関わること、また幅広い年齢層の状況を把握する必要があること

から、幼児から高齢者までを対象とし、幼児、小・中学生、成人の３種別にアンケートを作成し

ました。 

幼児は、嵐山幼稚園児の保護者を対象とし、小・中学生は、スポーツ庁の「全国体力・運動

能力、運動習慣等調査」を実施している、小学５年生と中学２年生を全国平均等として比較で

きることから、町内の小学５年生と中学２年生を対象としました。また、成人については、18 歳

以上から無作為に抽出した 1,000人を対象として実施しました。 

回答者の基本属性は次のとおりです。 

○ 幼稚園児～中学２年生・男女別回答数 

 

 

嵐山幼稚園 

園 児 

小学５年生 中学２年生 

菅谷小 七郷小 志賀小 計 菅谷中 玉ノ岡中 計 

男性 21人 25人 4人 16人 45人 28人 17人 45人 

女性 26人 26人 9人 14人 49人 29人 20人 49人 
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不明※1 ― ― ― ― ― ― ―    3人 

計 47人 51人 13人 30人 94人 57人 37人 97人 

 ※１ 学校名の無回答及び性別項目の回答しないを含む。 

 

○ 成人（18歳以上）・年代・男女別回答数 

 10～

20 

歳代 

30 

歳代 

40 

歳代 

50 

歳代 

60 

歳代 

70 

歳代 

80 歳

以上 

無回

答 
計 

男性 12人 14人 22人 35人 37人 59人 31人 3人 213人 

女性 14人 16人 23人 28人 35人 54人 33人 6人 209人 

回答しない ― 2人 ― 1人 1人 ― 1人 1人 6人 

無回答 ―  ― ―  ― ― ― 1人 5人 6人 

計 26人 32人 45人 64人 73人 113人 66人 15人 434人 

 

職業（就学・就業状況） 回答数 構成比(％) 

(1)  会社員 108 24.9% 

(2)  教員・公務員 19 4.4% 

(3)  自営業（農業等含む） 26 6.0% 

(4)  パート・アルバイト 74 17.1% 

(5)  専業主婦・主夫 61 14.1% 

(6)  学生 5 1.2% 

(7)  無職（特に職についていない） 110 25.3% 

(8)  その他 18 4.1% 

 無回答 13 3.0% 

  計 434 100.0% 

 

世帯構成 回答数 構成比 

(1)  単身世帯（ひとり暮らし） 54 12.4% 

(2)  一世代世帯（夫婦のみの世帯、又は兄弟姉妹のみの世帯） 147 33.9% 

(3)  二世代世帯（親子の世帯） 184 42.4% 

(4)  三世代世帯（親、子、孫で暮らしている世帯） 36 8.3% 

(5)  その他 5 1.2% 

 無回答 8 1.8% 

  計 434 100.0% 
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（３）調査の結果概要 

アンケートの回答は、各項目の回答者数を回答者総数で除し、百分率（％）で表示します。

小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までを表示しているため、単数回答でも必ずしも合

計が 100％にならない場合があります。 

また、文章中に令和元年９月に実施した前回アンケート集計結果（以下「前回調査」という。）

との比較箇所があります。前回アンケート対象は、小学５年生・中学２年生は同じですが、幼稚

園が年中・年長、成人が２０歳以上となり、今回のアンケート調査の対象とは相違があります。 

 

【健康状態】 

小学生 

 

 

 

 

 

 

                         

                        

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校保健委員会（Ｒ６） 

 

≪参考≫肥満度＝（実測体重ー身長別標準体重）／身長別標準体重×100（％） 

  

やせ傾向 

普通 

肥満傾向 

‐20％以下 20％以上 

高度やせ やせ 軽度肥満 中等度肥満 高度肥満 

肥満度 ‐30％以下 
‐30％超 ‐20％超～ 20%以上 30％以上 

50％以上 
‐20％以下 20％未満 30％未満 50％未満 

肥満傾向児：肥満度が 20％以上の者  痩身傾向児：肥満度が-20％以下の者 

○体格については、肥満度を基に

算出しました。普通の割合は前

回調査（85.2％）とほぼ変化はあ

りませんでした。なお、アンケー

トの数値は、自己申告によるも

のです。 

〇学校計測データでは、肥満傾向

児の出元率は 11.1％、痩身傾

向児の出現率は 3.7％です。全

国平均（令和 4年度学校保健統

計調査）をみると、肥満傾向児

は 12.3％、痩身傾向児は 2.7％

であり、ほぼ差はみられません

でした。 

2.3%

4.6%

4.6%

82.8%

5.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高度肥満

中等度肥満

軽度肥満

普通

やせ

高度やせ

【アンケート】 体 格

0.0%

3.7%

7.4%

85.2%

3.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高度肥満

中等度肥満

軽度肥満

普通

やせ

高度やせ

【（参考）学校計測データ】 体 格
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中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校保健委員会（Ｒ６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○体格については、小学生と同様

に肥満度を基に算出しました。

前回調査時普通（88.1％）と比

べると、アンケート調査とは 3 ポ

イント下がり、学校計測データは

8 ポイント下がりました。なお、ア

ンケートの数値は、自己申告に

よるものです。 

〇学校計測データでは、肥満傾向

児の出元率は 12.6％、痩身傾

向児の出現率は 7.2％です。全

国平均（令和 4年度学校保健統

計調査）では、肥満傾向児は

9.6％、痩身傾向児は 3.0％であ

り、肥満傾向児、痩身傾向児の

割合が共に高い傾向でした。 
0.0%

1.8%

10.8%

80.2%

6.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高度肥満

中等度肥満

軽度肥満

普通

やせ

高度やせ

【(参考）学校計測データ】 体 格

0.0%

3.4%

2.3%

85.1%

8.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高度肥満

中等度肥満

軽度肥満

普通

やせ

高度やせ

【アンケート】 体 格
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5.8%

8.8%

18.9%

48.2%

18.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

肥満

やや肥満

ふつう

やせている

体 格

成人 

○体格については、身長と体重を基

にＢＭＩを算出して集計しました。全

体ではＢＭＩ18.5～25未満が 48.2％

となっています。50 歳代以上にＢＭ

Ｉ25.0以上の肥満の割合が増加して

います。 

 

≪参考≫「肥満度(Body Mass Index : BMI)は「体

重(ｋｇ)÷身長 (ｍ) 
２
」で計算されます。 

やせ：BMI＜18.5  ふつう：18.5≦BMI

＜25.0  肥満 25.0≦BMI 

2.5%

2.5%

10.1%

16.1%

59.2%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

悪い

あまりよくない

どちらともいえない

まあ健康だと思う

とても健康だと思う

健康状態

0.7%

0.1%

2.0%

2.6%

5.9%

7.0%

7.8%

9.4%

10.3%

10.4%

11.0%

13.0%

19.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

無回答

その他

健康を意識しないこと

長生きできること

家庭円満であること

仕事ができること

規則正しい生活ができること

前向きに生きられること

快食・快眠・快便

心も体も人間関係もうまくいっていること

身体が丈夫で元気がよく調子がよいこと

病気でないこと

心身ともに健やかなこと

健康とは(複数回答 n=1634)
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◆病気について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在の疾病の有無については、「かかっていない」が 29.0％です。全体では 66.4％の方が

何らかの疾病があるようです。 

○年代別の疾病では、18 歳以上で高脂血症が、40 歳代以降に高血圧症が、50 歳代以降に

脳卒中、狭心症・心筋梗塞が出現してきています。高血圧症は、50 歳代以降で大きな割合

を占めています。生活習慣病といわれる高血圧・高脂血症は若年期からの生活習慣の影響

が伺われます。 

  

4.6%

9.9%

0.7%

1.6%

2.3%

3.7%

5.7%

5.9%

6.7%

8.0%

21.8%

29.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

脳卒中

悪性新生物（がん）

狭心症・心筋梗塞

消化器系の病気

糖尿病

歯の病気

高脂血症

骨・関節系の病気

高血圧症

かかっていない

現在の疾病(複数回答 n=563)
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【栄養・食生活】 

幼児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.7%

12.8%

53.2%

48.9% 34.0%

2.1%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夕食(n=47)

朝食(n=47)

共食
家族そろって食べる
家族の誰かと食べる
一緒には食べないが食卓に家族がいる
週3日以上ひとりで食べることがある

○食事を「あまり楽しみのようでない」が、前回

調査 5.6％を上回り、12.8％の幼児がいま

す。 

○朝食を「毎日摂っている」が、97.9％となっ

ています。 

○共食については、家族構成や家族の就業

等による影響が想定されます。 

とても楽

しみのよ

うだ

46.8%

どちらで

もない

40.4%

あまり楽

しみのよ

うでない

12.8％

食事の楽しみ

毎日

97.9%

ほとんど

食べない

2.1%

朝食摂取

朝、食欲が

ない

50.0%

むらがあ

る

50.0％

朝食を毎日摂らない理由



- 33 - 

 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇食事の楽しみは、「とても楽しみ」が 71.3％

となっています。 

○朝食は、「毎日食べる」が 85.1％で、全国調

査（令和５年度全国学力・学習状況調査）

平均の 93.9％を下回っています。 

〇朝食を食べない理由として、60.0％が「朝、

食欲がない」と回答しており、起床時間や

就寝時間との関係性も考えられます。 

とても楽しみ

71.3%

どちらでもない

24.5%

あまり楽

しみでは

ない2.1%

無回答

2.1%

食事の楽しみ

4.3%

2.1%

2.1%

6.4%

85.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど食べない

週１回くらい

週２～３回くらい

週４～５回くらい

毎日

朝食摂取

時間がない

26.7%

朝、食欲がない

60.0%

その他

13.3%

朝食を食べない理由（複数回答 ｎ＝15）

○共食は、朝食・夕食とも「家族そろって」「家族の誰かと」「家族が食卓にいる」の合計が 90％

を超えていますが、小学生で「いつもひとりで食べる」が朝食で 3.2％います。 

57.4%

20.2%

35.1%

59.6%

2.1%

17.0%
1.1%

3.2%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夕食(n=94)

朝食（n=94)

共食
家族そろって食べる
家族の誰かと食べる
一緒には食べないが食卓に家族がいる
週3日以上ひとりで食べることがある
いつもひとりで食べる
無回答
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中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○共食は、「家族そろって」「家族の誰かと」「家族が食卓にいる」の合計が、朝食では 75.3％、

夕食は 87.6％と夕食の方が高い割合を維持しています。ただし、前回調査では、夕食が

90％以上であったことから、やや下がっています。「いつもひとりで食べる」の回答が、小学

生より中学生の方が多く、生活習慣や孤食等が影響していると考えられます。 

 

 

 

 

 

  

0.0%

3.1%

1.0%

1.0%

10.3%

84.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

ほとんど食べない

週１回くらい

週２～３回くらい

週４～５回くらい

毎日

朝食摂取

〇食事の楽しみは、小学５年生より下がり、

67.0％となっています。「あまり楽しみでな

い」はいませんでした。 

〇朝食を「毎日摂っている」が 84.5％で「ほとん

ど食べない」は 3.1％となっています。 

〇朝食を食べない理由は、「朝、食欲がない」

が 52.4％となっています。 

とても楽しみ

67.0%

どちらでもな

い

33.0%

食事の楽しみ

時間がな

い

33.3%

朝、食欲がない

52.4%

むらがあ

る

4.8%

その他

9.5%

朝食を食べない理由(複数回答 ｎ＝21)

46.4%

13.4%

37.1%

43.3%

4.1%

18.6%

5.2%

5.2%

1.0%

18.6%

6.2%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夕食

(n=97)

朝食

(n=97)

共食
家族そろって食べる
家族の誰かと食べる
一緒には食べないが食卓に家族がいる
週3日以上ひとりで食べることがある
いつもひとりで食べる
無回答
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成人 

◆食事のとり方について 

○朝食については、「ほとんど毎日」が 84.6％で、その他の各回答は 10％以下となっていま

す。 

○外食では、「月１～２回」が 36.4％であり、「ほとんどしない」が 31.1％でした。 

 

 
 

〇共食は、朝食・夕食共に、「ほとんど毎日」が最も多いですが、次いで「ほとんどない」となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3%

5.5%

1.6%

2.5%

3.5%

84.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

ほとんど食べない

週1回くらい

週２～３回くらい

週４～５回くらい

ほとんど毎日

朝食

2.5%

27.2%

5.5%

18.7%

9.0%

26.5%

10.6%

0% 10% 20% 30%

無回答

ほとんど食べない

週1回くらい

週２～3回くらい

週４～5回くらい

毎日1回

毎日2回以上

間食・夜食摂取

2.5%

31.1%

36.4%
18.0%

5.5%

5.3%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

ほとんどしない

月１～2回

週１～２回

週３～5回

ほとんど毎日1回

ほとんど毎日2回以上

外食

具体的に

言えるほ

ど、よく

知っている

11.8%

何となく程度は

知っている

74.7%

全くわから

ない。知ら

ない

10.6%

無回答

3.0%

適切な食事内容、量

58.3%

44.2%

5.1%

3.2%

7.6%

6.9%

5.8%

7.1%

20.5%

35.9%

2.8%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夕食(n=434)

朝食(n=434)

共食

ほとんど毎日 週に４～5日 週に２～3日 週に1日程度 ほとんどない 無回答
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◆栄養について 

○主食、主菜、副菜のそろった食事は、「１日２回以上」が最も多く、46.5％で、次いで「１日に

１回」が 27.4％となっています。 

〇野菜料理の１日摂取量は、「１～２皿」50.7％、「３～４皿」33.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8%

4.1%

50.7%

33.6%

7.6%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

ほとんど食べない

１～２皿

３～４皿

５～６皿

７皿以上

1日に摂取する野菜料理

2.5%

6.2%

9.9%

7.4%

27.4%

46.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

それ以下

週に４～５日

週に２～３日

１日に１回

１日に２回以上

主食、主菜、副菜をそろえた食事

○果物については、27.4％がほぼ毎日食べ

ています。 

 

 

2.3%

14.5%

21.2%

22.4%

12.2%

27.4%

0% 10% 20% 30%

無回答

ほとんど食べない

週１回以下

週に２～３回

２日に１回

ほぼ毎日

果物の摂取

○乳製品については、56.2％がほぼ毎日食べ

ています。摂取率は高いようです。 

 

2.1%

6.2%

12.4%

12.9%

10.1%

56.2%

0% 20% 40% 60%

無回答

ほとんど食べない

週１回以下

週に２～３回

２日に１回

ほぼ毎日

乳製品の摂取
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◆減塩について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5%

2.8%

0.8%

2.1%

6.8%

15.5%

21.9%

22.5%

25.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

伝統料理、郷土料理を伝える

仲間や友人と会食をする

地元産の食材を活用する

旬の食材を利用する

うす味を心がける

主食、主菜、副菜のそろった食事を食べる

１日３回規則正しく食べる

心がけていること(複数回答 n=922)

○減塩の取り組みは、「積極的に取り組んでいる」「少し取り組んでいる」を合わせて 58.8％と

なっています。 

〇「減塩に取り組んでいない理由」は、「現在健康上の問題がない」「特に必要と思わない」が

上位となっており、引き続き減塩に対する啓発の必要性があります。 

1.2%

2.1%

2.1%

5.3%

11.9%

12.3%

16.9%

20.6%

27.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

減塩方法を知らないから

身近に売っていない・高価だから

面倒だから

自分で食事を作らないから

濃い味付けが好きだから

特に必要と思わないから

現在健康上の問題がないから

減塩に取り組んでいない理由(複数回答 n=243)

2.5%

9.2%

29.5%

41.7%

17.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

まったく取り組んでいない

あまり取り組んでいない

少し取り組んでいる

積極的に取り組んでいる

減塩
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◆食育について 

【食育】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1.3%

5.3%

50.7%

13.2%

18.4%

11.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

「食育」自体についてよく知らないから

「食育」は自分には関係がないと思うから

「食育」に必要性や意義を感じないから

食事や食生活について関心がないから

食育に関心がない理由

○食育では、「具体的に知っている」が 41.2％、「言葉は知っている」が 43.3％と認知度は

高いようです。 

〇食育の関心は、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせると 61.6％となっ

ているものの、「どちらかといえば関心がない」「関心がない」も 35.0％となっています。 

2.8%

12.7%

43.3%

41.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

言葉も意味も知らない

言葉は知っているが、

意味は知らない

言葉も意味も知ってい

る

食育の認知度

3.5%

12.2%

22.8%

44.5%

17.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

関心がない

どちらかといえば関心

がない

どちらかといえば関心

がある

関心がある

食育の関心
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【身体活動・運動】 

幼児 

○「運動は好き」「やや好き」は 100％であり、生活の中で外遊び等の機会を多く作っているこ

とがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○テレビ等の視聴時間は、「まったくみない」がおらず、「３時間以上」が 29.8％とやや多いよう

です。誰とテレビ等をみるかの質問に対し、「ひとりでみる」が 26.1％で、前回調査 9.7％を

かなり上回り、「家族とみる」が 18ポイント下がって 34.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7%

0.0%

0.0%

16.2%

24.3%

56.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

月に１～3日くらい

週に１～2日くらい

週に半分くらい

ほとんど毎日

運動の頻度(n=37)

している

78.7%

していない

21.3%

ふだんから運動しているか

スポーツ

クラブ等

24.5%

外遊び

71.4%

その他

4.1％

運動の内容(複数回答 n=50) 

1時間未満

4.3%

1時間以上2時

間未満

25.5％

2時間以上3時間未

満

40.4%

3時間以上

29.8%

1日のテレビ等の視聴時間

ひとりでみる

26.1%

子どもたちだけで

みる

39.1%

家族とみる

34.8％

テレビ等の視聴

0.0%

0.0%

0.0%

21.3%

78.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

嫌い

やや嫌い

やや好き

好き

運動は好きか
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小学生 

○運動では、「運動が好き」・「やや好き」が 87.2％ですが、幼稚園児にはいなかった「ややき

らい」7.4％、「きらい」4.3％出現してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○テレビ等の視聴時間は、「まったくみない」0.0％、「２時間以上３時間未満」が 38.3％とやや

多いようです。誰とテレビ等をみるかの質問に対し、「ひとりでみる」が 30.9％で、「家族とみ

る」が 44.7％となっています。 

 

 

 

 

  

2.1%

7.4%

7.4%

45.7%

37.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

しない

ときたま（月に１～３日くらい）

ときどき（週に１～２日くらい）

ほとんど毎日（週に３日以上）

運動やスポーツの頻度

1.1%

4.3%

7.4%

26.6%

60.6%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

きらい

ややきらい

やや好き

好き

運動やスポーツをすることは好きですか

入っている

64.9%

入っていない

34.0%

無回答

1.1%

運動部やスポーツクラブに入っていま

すか

１時間未満

6.4%

１時間以

上２時間

未満

20.2%

２時間以

上３時間

未満

38.3%

３時間以上

35.1%

テレビ等の視聴時間

ひとりでみる30.9%

兄弟姉妹や友

だちとみる

22.3%

家族とみる

44.7%

無回答

2.1%

テレビ等の視聴(ｎ＝94)



- 41 - 

 

中学生 

〇運動では、「好き」「やや好き」が 73.2％で小学５年生の 87.2％からかなり下がります。また、

「きらい」の回答が 15.5％あります。 

 

 

 

○テレビ等の視聴は、「まったくみない」1.0％、「３時間以上」とする回答が 47.4％となり、その

視聴はひとりとする回答が 57.3％となりました。タブレットやスマホの普及も影響していると考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1%

15.5%

9.3%

22.7%

50.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

きらい

ややきらい

やや好き

好き

運動やスポーツをすることは好きですか

1.0%

10.3%

9.3%

13.4%

66.0%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

しない

ときたま（月に１～３日くらい）

ときどき（週に１～２日くらい）

ほとんど毎日（週に３日以上）

運動やスポーツの頻度

入っている

73.2%

入ってい

ない

25.8%

無回答

1.0%

運動部やスポーツクラブに入っていま

すか

2.1%

23.7%

38.1%

15.5%

20.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

２時間以上

１時間以上２時間未満

３０分以上１時間未満

３０分未満

運動やスポーツをする時間

まったくみ

ない

1.0%

１時間未満

8.2%

１時間以上２

時間未満

17.5%

２時間以上

３時間未満

25.8%

３時間以上

47.4%

テレビ等の視聴時間

ひとりでみ

る

57.3%
兄弟姉妹

や友だちと

みる

6.3%

家族とみる

35.4%

無回答

1.0%

テレビ等の視聴
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成人 

〇１日の歩行時間は「1時間未満」が 69.1％となりますが、2時間以上は 12.0％います。 

〇日頃から歩くことを心がけている割合は、80.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.0%

12.0%

15.9%

37.1%

32.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

２時間以上

１時間～２時間未満

３０分～１時間未満

３０分未満

1日の歩行時間

3.2%

4.6%

11.8%

37.1%

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

まったく心がけていない

ほとんど心がけていない

ときどき心がけている

いつも心がけている

日頃仕事や家事を含めて歩くことは心がけていますか

〇１日 30 分以上の汗ばむ程度の作業や運

動を週２回以上しているが 57.4％となり、

運動に対する意識や関心が「ある」回答

が半数を超えています。 

〇「いいえ」の回答のうち、運動をしない理

由は「時間的な余裕がない」が 30.7%とな

っています。 

〇運動のしやすさでは、「教室等の参加」よ

りも「施設等の場所の開放」が 28.4％と多

い回答でした。 

はい

57.4%

いいえ

39.9%

無回答

2.8%

１日３０分以上の汗ばむ程度の作

業や運動を週２回以上
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【休養や心の健康】 

◆睡眠について 

幼児 

 

 

 

  

8時間未満

2.1%

8時間以

上10時

間未満

70.2%

10時間

以上

27.7％

１日の睡眠時間

○睡眠時間は、ほとんどの回答が「８時間以

上」で、充分とれているようですが、就寝時

刻が「９時以降」なのが 76.6％とやや遅い

時間帯です。前回調査 73.0％と比べても

やや増加傾向にあります。また、「10 時以

降」の就寝も 8.5％を占めていたことから、

起床時刻のばらつきが見られます。 

2.9%
7.4%

1.2%
2.5%

4.9%
5.7%
6.1%
7.8%

10.7%
20.1%

30.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

教えてくれる人や仲間がいないから

費用がかかるから

何をしたらよいかわからないから

運動、スポーツがきらいだから

施設や場所がないから

仕事又は特に運動する必要がないから

健康上の理由から

なんとなく

時間的な余裕がないから

運動をしない理由(複数回答 n=244)

21.9%

19.1%

9.3%

9.3%

12.1%

28.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

サークルへの参加

地域行事への参加（体操等）

教室や講座への参加

施設等の場所開放

運動を始める手段(複数回答 n=215)
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小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

午前6時前

2.1%

6時～6時30分

19.1%

6時30分～7時

27.7％
7時～7時30

分

29.8%

7時30分～8時

21.3%

起床時刻

午後9時前

23.4%

9時～１０時

68.1%

10時～

11時

6.4％

11時～

12時

2.1%

就寝時刻

○睡眠時間が「８時間未満」の児童は

37.3％となり、睡眠時間が短いことによる

体力、学力への影響が課題となります。 

○起床時刻は、７時までに起きている児童

が 92.6％で前回調査とほぼ同様です。 

○就寝時刻は、10時までに就寝する児童が

69.1％で、前回調査に比べ 8.6ポイント増

加しました。就寝時刻が早くなった傾向が

見られますが、11時以降とする児童もおり

睡眠時間の減少に影響しています。 

6時間未満

1.1%

６時間以上

８時間未満

36.2%
８時間以上

62.8%

睡眠時間

午前６時

前

8.5%

６時～６時３０

分

42.6%

６時３０分～７

時 41.5%

７時～７

時３０分

7.4%

起床時刻
午後９時前

11.7%

９時～１０時

57.4%

１０時～１１

時 27.7%

１１時～１２時, 

3.2%

就寝時刻
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中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○睡眠時間は「８時間以上」が 16.5％、「６時間

以上８時間未満」が 73.2％となり、前回調査を

共に上回り、睡眠時間が確保できていることが

わかります。 

○起床時刻の７時までに起きている生徒が、前

回調査では 85.5％であったのに対し、71.1％

に下がりました。また、一番多くの回答は、前

回調査では 46.0％が「６時から６時 30分まで」

に起きていましたが、「６時 30分から７時」に起

きており、起床時刻がやや遅くなっています。 

○就寝時刻は「11 時から 12 時まで」が 43.3％と

最も多く、「12 時以降」とする回答も 7.2％でし

た。前回調査と比べ、睡眠時間は長くなる反

面、就寝時刻が遅くなった傾向が見られま

す。また、中学生になると、睡眠時刻にバラつ

きが出ることがわかります。 

6時間未

満

9.3%

６時間以上８時

間未満

73.2%

８時間以

上

16.5%

無回答

1.0%
睡眠時間

午前６時

前

11.3%

６時～６

時３０分

27.8%
６時３０分

～７時

32.0%

７時～７

時３０分

21.6%

７時３０分

～８時

5.2%

無回答

2.1%

起床時刻
午後９時

前

2.1%

９時～１０時

16.5%

１０時～１１時

29.9%

１１時～１２時

43.3%

１２時以

降

7.2%

無回答

1.0%
就寝時刻
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成人 

〇睡眠時間は「６時間以上７時間未満」が 34.3％、次いで「５時間以上６時間未満」が 27.2％

です。 

〇十分な睡眠は「とれている」「だいたいとれている」と合わせると 62.3％です。 

 

 

 

 

 

 

 
  

５時間未

満

8.1%

５時間以

上６時間

未満

27.2%
６時間以上

７時間未満

34.3%

７時間以

上８時間

未満

20.3%

８時間以

上

8.5%

無回答

1.6%

睡眠時間

とれている

22.4%

だいたいとれ

ている

39.9%

どちらとも

いえない

20.7%

あまりとれ

ていない

10.8%

とれてい

ない

4.4%

無回答

1.8%
十分な睡眠
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◆悩みや相談について 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○悩みは、23.4％が「ある」と回答し、その内容は

「友人関係」「勉強」のこととしています。 

〇悩みを相談では、悩みを相談できる人が「い

る」が 89.4％で、その悩みの相談相手は「母」

「友人や先輩」「父」となっており、前回調査と

上位３項目の傾向は変わりません。 

ある

23.4%

ない

70.2%

無回答

6.4%

悩みはありますか

2.7%

8.1%

2.7%

5.4%

5.4%

10.8%

18.9%

21.6%

24.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

恋愛のこと

家庭のこと

健康のこと

いじめのこと

進路、将来のこと

勉強のこと

友人関係のこと

悩んだこと(複数回答 n=37)

いる

89.4%

いない

3.2%

無回答

7.4%

悩みを相談できる人

はい

87.2%

いいえ

6.4%

無回答

6.4%

友達やまわりの人が困っているとき、

一緒に考えてあげますか
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0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

1.3%

8.5%

9.8%

11.9%

17.9%

18.3%

31.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

無回答

その他

ＳＮＳの相手

子ども110当番など電話やメールでの相談

相談員など

祖父母

先生

兄弟姉妹

友人や先輩

父

母

悩みの相談相手(複数回答 ｎ=235)

○生きていくことがつらいと悩んだことの質問

では、「ある」が5.3％で、前回調査から17.6

ポイント下がりました。そのうち「つらいと悩

んだこと」は、「勉強」と「友人関係」が同順

位ですが、「友人関係」は前回調査次順の

「進路、将来」を上回りました。次いで「いじ

め」と回答した児童は、前回調査の６人から

２人となっています。 

ある

5.3%

ない

85.1%

無回答

9.6%

この先、生きていくことがつらいと悩ん

だこと

0.0%

0.0%

0.0%

8.3%

8.3%

16.7%

16.7%

25.0%

25.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

無回答

その他

健康のこと

家庭のこと

恋愛のこと

進路、将来のこと

いじめのこと

友人関係のこと

勉強のこと

生きていくことがつらいと悩んだ(複数回答 n=12)
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中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

85.1%

ない

6.4%

無回答

8.5%

悩んだ時等、気持ちを

楽にする方法

0.0%

5.3%

1.1%

5.8%

11.1%

13.7%

15.3%

16.8%

31.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

無回答

その他

特に決めていない

考えない

食事

運動

睡眠

おしゃべり

趣味

気持ちを楽にする方法(複数回答 n=190)

〇悩んだ時等、気持ちを楽にする方法に

ついては、「趣味」とした回答が圧倒的

に多く、次いで「おしゃべり」でした。 

〇悩みは、32.0％が「ある」と回答し、小学

５年生に比べ、8.6 ポイント高くなってい

ます。 

〇悩みを相談では、「悩みを相談できる人

がいる」が 83.5％で、その悩みの相談

相手は「友人や先輩」「母」「先生」の順

となっています。 

ある

32.0%

ない

61.9%

無回答

6.2%

悩みはありますか
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0.4%

0.4%

1.3%

2.7%

3.5%

4.4%

8.4%

13.3%

14.2%

25.2%

26.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

子ども110当番など電話やメールでの相談

その他

相談員など

ＳＮＳの相手

祖父母

兄弟姉妹

父

先生

母

友人や先輩

悩みの相談相手(複数回答n=226)

1.3%

2.6%

3.9%

6.6%

7.9%

7.9%

13.2%

27.6%

28.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

いじめのこと

その他

無回答

健康のこと

家庭のこと

恋愛のこと

友人関係のこと

進路、将来のこと

勉強のこと

悩んだこと(複数回答 n=76)

いる

83.5%

いない

12.4%

無回答

4.1%

悩みを相談できる人

はい

91.8%

いいえ

5.2%

無回答

3.1%

友達やまわりの人が困っているとき、

一緒に考えてあげますか
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〇悩んだ時等に気持ちを楽にする方法については、趣味の回答が圧倒的に多く、次いで睡

眠でした。 

 

 

 

  

○この先、生きていくことがつらいと悩んだこと

への質問では、前回調査より 2.1 ポイント増

え、23.7％が「ある」と回答しています。そのう

ちつらいと悩んだことは、上位から「友人関

係」「勉強」「進路、将来」となっており、前回

調査では上位であった「家庭」を「進路、将

来」が 4 ポイント差で上回りました。また、「い

じめ」と回答した生徒は６人から４人となって

います。 

ある

23.7%

ない

73.2%

無回答

3.1%

この先、生きていくことがつらいと

悩んだこと

4.0%

12.0%

2.0%

6.0%

8.0%

10.0%

14.0%

22.0%

22.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

無回答

その他

恋愛のこと

健康のこと

いじめのこと

家庭のこと

進路、将来のこと

勉強のこと

友人関係のこと

悩んだこと（複数回答 n=50）

ある

83.5%

ない

11.3%

無回答

5.2%

悩んだ時等、気持ちを

楽にする方法
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成人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.9%

2.4%
0.9%

4.5%
4.8%

6.0%
6.0%

9.1%
12.5%

21.6%
31.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

無回答
その他
学 業
子育て

家族等の介護
家 事

生活環境
経済的な問題

健康への不安や病気
仕 事

人間関係

イライラやストレスの原因(複数回答 n=463)

0.0%

2.0%

5.5%

6.5%

9.0%

11.4%

13.9%

21.9%

29.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

無回答

特に決めていない

考えない

その他

食事

運動

おしゃべり

睡眠

趣味

気持ちを楽にする方法(n=201)

○死にたいと悩んだことでは全体で

20.3％の方が「ある」と回答してい

ます。男女別では男性 17.8％、女

性 21.9％です。 

3.00%

13.40%

2.80%

0.70%

2.10%

1.40%

76.70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

過去１年以上前にあった

過去１年以内にあった

過去６か月以内にあった

過去３か月以内にあった

過去１か月以内にあった

ない

死にたいと思いつめるほど悩んだこと

○イライラやストレスについては、「感じた」「ときどき感じた」を合わせると 63.4％となり、多くの人

が何らかのストレスを感じています。また、ストレスの原因では「人間関係」「仕事」「健康への

不安や病気」の順となっています。 
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1.80%

12.40%

24.00%

46.50%

15.30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

解消できていない

あまり解消できていない

ある程度は解消できている

解消できている

イライラやストレスの解消

4.2%

7.3%

7.5%

8.2%

8.4%

8.6%

14.3%

18.5%

0.0% 10.0% 20.0%

その他

食事

お酒

睡眠

買い物

スポーツ

おしゃべり

趣味

イライラやストレス解消方法
(複数回答 n=453)

〇困ったときや悩みを相談する相手がいるかでは、全体で 79.3％の方が相談する相手が

「いる」と回答しています。男女別では男性 72.8％、女性 88.0％で女性の方が 15.2 ポイ

ント多い結果となりました。 

はい

79.3%

いいえ

15.2%

無回答

5.5%

相談する相手がいるか

5.6%

0.1%

0.1%

0.3%

0.6%

1.0%

3.1%

3.9%

8.9%

9.8%

13.2%

23.1%

30.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

その他
教師

民生委員など
保健師など

祖父母
SNSの相手

医師・看護師
近所の人

父母
職場の同僚
兄弟姉妹

友達
配偶者

相談先(複数回答 n=675)
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5.5%

13.8%

1.8%

19.8%

59.0%

0% 50% 100%

無回答

現在喫煙している

過去に興味本位で吸ったこと

がある

過去に喫煙していたがやめた

喫煙していない

喫煙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現在の生活への満足度は、「そう思う」「まあそう思う」を合わせると 75.5％となります。 

 

 

 

 

 

 

【飲酒・喫煙】 

成人 

○喫煙について、喫煙経験が「ある」とした回答は、35.4％となっています。 

〇喫煙の影響による健康への関連性については、理解をしていて、「やめたい」「本数を減らし

たい」「やめたいがやめられない」は 56.9％で、前回調査 62.2％からは下がってはいますが、

身体に良くないとわかっていても、なかなかやめられないというのが実情のようです。 

 

 

 

 

 

 

〇相談できる窓口や

ツールの認知は、

医療機関のほか、

複数の窓口を知っ

ていると回答からわ

かります。 

6.6%

1.9%

5.9%

11.5%

14.8%

16.2%

19.9%

23.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

SNSなどによる相談機関

役場・保健所など

かかりつけの医療機関

知らない

いのちの電話

精神科・心療内科

相談できる窓口やツール(複数回答 n=697)

1.2%

3.0%

7.6%

12.7%

47.9%

27.6%

0% 20% 40% 60%

無回答

思わない

あまり思わない

どちらともいえない

まあそう思う

そう思う

現在の生活に満足

1.4%

3.7%

4.4%

8.3%

6.0%

76.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

ほとんどない

週１回くらい

週２～３回くらい

週４～５回くらい

ほぼ毎日

家族や友人などと話をする機会

1.7%

41.4%

27.6%

15.5%

13.8%

0% 50%

その他

やめたいとは思わない

やめようと思っているがやめられない

本数を減らしたい

やめたい

たばこをやめたいと思うか
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◆たばこの影響について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.0%

8.5%

4.1%

7.6%

67.7%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

ぜんそく

12.9%

12.4%

4.4%

13.1%

57.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

心臓病

12.2%

7.4%

2.5%

6.7%

71.2%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

気管支炎

13.1%

11.8%

1.8%

9.7%

63.6%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

動脈硬化

13.8%

22.1%

7.6%

22.4%

34.1%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

胃かいよう

11.1%

3.9%

0.7%

6.7%

77.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

肺がん
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13.6%

7.4%

1.2%

1.6%

76.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

妊婦、胎児への影響 

 

 

 

 

 
 

〇飲酒量は「毎日」16.8％を含む「飲む」が 42.4％、「飲まない」46.8％となっています。 

〇１日当たりの量では「１合以上２合未満」40.8％が最も多く、次いで「１合未満」32.6％となっ

ています。 

 

 

12.9%

16.8%

9.2%

19.6%

41.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

老化

3.9%

46.8%
6.9%

10.8%

7.4%

7.4%

16.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

飲まない

過去に飲酒していたがやめた

月１～３日

週１～３日

週４～６日

毎日

飲酒

13.4%

17.5%

6.2%

19.6%

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

わからない

たばこと関係ない

どちらともいえない

たばこを吸うと影響がある

歯周病

1.1%

1.1%

2.7%

6.0%

15.8%

40.8%

32.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

５合（900ml）以上

４合以上５合（900ml）未満

３合以上４合（720ml）未満

２合以上３合（540ml）未満

１合以上２合（360ml）未満

１合（180ml）未満

1日あたりどれくらい飲みますか
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【歯・口腔の健康】 

幼児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

起きた後

1.4%

朝食後

27.4%

昼食後

8.2％夕食後

16.4%

寝る前

46.6%

歯みがき(複数回答 ｎ＝74)

○歯みがきは、「寝る前」が 46.6％となりまし

たが、「朝食後」では 27.4％であり、まだま

だ食後の習慣づけが必要となります。 

○歯みがきは、「寝る前」、「昼食後」、「朝

食後」の順で多いですが、その割合を

みるとまだまだ食後の習慣づけが必要

となります。 

起きた後

3.8%

朝食後

24.4%

昼食後

26.3%夕食後

12.9%

寝る前

32.5%

歯みがき(複数回答 n=209)

〇歯みがきは、「朝食後」「寝る前」「昼食

後」の順で多いですが、その割合をみる

とまだまだ食後の習慣づけが必要となり

ます。 

起きた

後

5.6%

朝食後

31.0%

昼食後

20.3%

夕食後

12.5%

寝る前

29.7%

しない

0.4%

無回答

0.4%

歯みがき(複数回答ｎ＝232)
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成人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯みがきについては、「朝食後」「寝る

前」「夕食後」の順となっています。全体

としては各年代とも歯みがきの習慣は根

づいているようです。 

○「歯の健診」では「年に 1 回以上受けて

いる」が 32.5％、「不定期に受けている」

が 32.0％、「受けていない」が 31.3％

で、男性に比べ女性の方が多く健診し

ています。 

起きた後

12.9%

朝食後

29.2%

昼食後

15.7%

夕食後

16.7%

寝る前

23.9%

しない

0.9%

無回答

0.7%

歯みがき（複数回答 ｎ＝994）

年に１回

以上受け

ている

32.5%

不定期に受け

ている

32.0%

受けてい

ない

31.3%

無回答

4.1%

歯の定期健診

3.2%

5.8%

4.8%

8.5%

15.9%

32.5%

29.3%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

わからない

０本

１～９本

１０～１９本

２０～２７本

２８本以上

歯（入れ歯、差し歯でないもの）の

本数

0.9%

1.2%

3.6%

4.4%

5.2%

9.3%

9.5%

9.7%

18.2%

18.5%

19.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

無回答

その他

甘い物をひかえる

特に何もしていない

だらだら食いをしない

舌を掃除する

よく噛んで食べる

時間をかけて歯を磨く

食べたら、歯を磨く

フッ素入り歯みがき剤

歯間部清掃用具を使う

歯や歯ぐきのため心がけている

こと(複数回答 n=1006)

2.5%

0.2%

2.5%

16.1%

78.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

噛んで食べることはで

きない

噛めない食べ物が多

い

一部噛めない食べ物

がある

何でも噛んで食べるこ

とができる

噛んで食べること
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【地域活動】 

幼児 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇地域行事への参加は、「参加し

ていない」が 66.0％となり、地域

活動の状況や家族構成の影響

などが想定されます。 

○地域行事への参加は、「参加し

ている」が前回調査より 7.9 ポイ

ント下がり 48.9％となっていま

すが、約半数が家族と参加して

います。地域活動の状況や家

族構成の影響などが想定され

ます。 

はい

48.9%

いいえ

50.0%

無回答1.1%

家族と一緒に、地域で行われる行事

に参加していますか

〇地域行事への参加は、「参加し

ている」が前回調査より 7.3ポイン

ト下がり、25.8％となりました。地

域活動の状況や家族構成の影

響などが想定されます。 

 

はい

25.8%

いいえ

74.2%

家族と一緒に、地域で行われる行事

に参加していますか

参加している

34.0%

参加していない

66.0%

日頃の地域行事への参加
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成人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇地域の人たちとのつながりは強いと

「思う」34.6％、「思わない」39.4％

で、4.8ポイント差となっています。 

〇グループや団体の加入状況は、全

体として「入っていない」が多くを占

めています。 

思う

34.6%

思わない

39.4%

わからな

い

23.3%

無回答

2.8%

地域の人たちとのつながりは強い

方か

入ってい

る

46.1%

以前は入っていた(今は入っていない）

5.5%

入ってい

ない

45.9%

無回答

2.5%

①町内会や自治会、老人会

入ってい

る

26.7%

以前は入って

いた(今は

入っていな

い）

9.7%

入ってい

ない

60.4%

無回答

3.2%

② 趣味・スポーツ・学習の サークルや

団体

入ってい

る

8.8%

以前は入って

いた(今は

入っていな

い）

5.5%

入ってい

ない

80.4%

無回答

5.3%

③ ボランティア団体・町民活動団体・NPO

入っている

9.0%
以前は入って

いた(今は

入っていな

い）

3.5%

入ってい

ない

79.0%

無回答

8.5%

④ その他グループや団体
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【健（検）診】 

成人 

〇この１年間に健康診断を「受けた」は 68.4％となっています。反対に「受けなかった」は

24.0％となっています。 

〇受けなかった理由は、「かかりつけ医で定期的に検査している」が圧倒的に多くなっていま

すが、各種がん検診では、全ての検診に共通して「特に理由はない」となっています。 

 

 

  

受けた

68.4%

受けな

かった

24.0%

無回答

7.6%

この1年間に血圧・検尿・血液検査など

の健康診断を受けましたか
学校

1.3%

職場で実

施する健

（検）診

49.5%

町が実施

する健

（検）診

28.3%

人間ドック

16.5%

無回答

4.4%

健康診断を受けた機関

4.8%
4.8%

1.0%
1.0%
1.9%
1.9%
2.9%

4.8%
6.7%

11.5%
15.4%

43.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

身近な場所で受けられないから

健（検）診の受け方、場所、日時などがわからなかったため

健康に自信があるから

健（検）診結果が怖いから

健（検）診の料金が高いから

入院中または治療中だったから

受けるつもりだったが忘れてしまった

忙しくて受ける時間がなかったから

特に理由はない

かかりつけ医で定期的に検査しているため

健康診断を受けなかった理由(複数回答 n=104)
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〇健康診断を受けた機関は「職場」

49.5％、「町実施」28.3％の順です。 

〇各種がん検診では、１年間に検診を受

けたとする回答が全ての検診で 30％以

下となっています。 

受けた

23.5%

受けな

かった

53.2%

無回答

23.3%

胃がん検診

受けた

27.9%

受けな

かった

48.8%

無回答

23.3%

結核・肺がん検診

受けた

11.1%

受けな

かった

26.5%

無回答

62.4%

乳がん検診

受けた

27.0%

受けな

かった

49.5%

無回答

23.5%

大腸がん

受けた

10.8%

受けな

かった

26.7%
無回答

62.4%

子宮がん検診
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３ 指標達成状況 

（１）健康増進計画 

指標 
H26年度 

(計画時) 

R1年度 

(中間) 

R6年度 

(目標値) 

R5年度 

(最終値) 

評

価 

適正体重を維持している者の

増加(肥満、やせの減少) 

 68.9％ 

(H25年度) 

67.8％ 

(H30年度) 

 70.0％ 

(R5年度) 
67.3％ 〇 

高血圧の改善(収縮期血圧の

平均値の低下) 

男性 

132.8mmHg 

女性 

131.8mmHg 

(H24年度) 

男性 

132.0mmHg 

女性 

131.7mmHg 

(H30年度) 

男性 

130mmHg 

女性 

129mmHg 

(R5年度) 

男性 

133.1mmHg 

女性 

133.5mmHg 

 

〇 

30分以上週２回以上の運動を

している者の増加 
56.3％ 60.5％ 62.0％ 57.4％ 〇 

小中学生の運動している割合

の増加 

58.9％ 

(小学生) 

81.6％ 

(中学生) 

52.5％ 

(小学生) 

74.0％ 

(中学生) 

55.0％ 

(小学生) 

75.0％ 

(中学生) 

37.2％ 

(小学生) 

66.0％ 

(中学生) 

△ 

乳幼児相談、健診後の健康相

談、個別相談の利用者の増加 

1,781件 

(H25年度) 

828件 

(H30年度) 

1,000件 

(R5年度) 
762件 △ 

睡眠による休養を十分にとれて

いない者の割合の低下 
17.9％ 17.1％ 16.9％ 15.2％ 〇 

生活習慣病につながるほどの

飲酒をしている割合の低下 

男性：9.5％ 

女性：6.5％ 

(H25年度) 

男性：

14.4％ 

女性：2.5％ 

(H30年度) 

男性：9.0％ 

女性：2.5％ 

(R5年度) 

男性：

11.9％ 

女性：1.5％ 

 

〇 

喫煙率の低下 
11.3％ 

(H25年度) 

12.2％ 

(H30年度) 

10.5％ 

(R5年度) 
11.9％ △ 

3歳児でむし歯のない者の割

合の増加 

86.4% 

(H25年度) 

86.4％ 

(H30年度) 

90％ 

(R5年度) 
92.6％ 〇 

地域とのつながりが強いと感じ

る者の割合の維持 
26.1％ 35.2％ 35.2％ 34.6％ 〇 

町内会や自治会、老人会など

に加入している者の割合の維

持 

38.9％ 44.7％ 44.7％ 46.1％ 〇 
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（２）食育推進計画 

指標 
H26年度 

(計画時) 

R1年度 

(中間) 

R6年度 

(目標値) 

R5年度 

(最終値) 

評

価 

朝食を欠食する割合の減少 

(小学生) 

(中学生) 

(成人) 

  

7.0％ 

10.5％ 

18.2％ 

 

9.6％ 

19.4％ 

12.5％ 

 

8.0％ 

15.0％ 

12.0％ 

 

14.9％ 

15.5％ 

13.1％ 

△ 

主食・主菜・副菜のそろった食

事が 1日 2回以上の人の増加 
45.8％ 47.6％ 48.0％ 46.5％ 〇 

朝食又は夕食を家族と一緒に

食べる「共食」の回数の増加 
8.8回 8.8回 

週 10回 

以上 
8.3回 〇 

食育に関心を持っている人の

増加 
63.7％ 58.6％ 60.0％ 61.6％ 〇 

学校給食における地場産物を

使用する割合(食材の種類) 
10品目 22品目 25品目 19品目 △ 

 

 

（３）自殺対策計画 

指標 
H26年度 

(計画時) 

R1年度 

(中間) 

R6年度 

(目標値) 

R5年度 

(最終値) 

評

価 

嵐山町自殺対策庁内連絡会議

の開催 
-  0回 年１回 0回 × 

職員及び関係団体等を対象と

したゲートキーパー研修の開

催 

- 0回 

職員一人

につき１回

以上 

1回 〇 

相談窓口案内チラシの配布 - 0回 

成人式での

配布 年１

回 

1回 〇 

法律・人権相談の開催 - 

法律相談 

１回／月 

人権相談 

5回／年 

法律相談 

１回／月 

人権相談  

5回／年 

法律相談 

１回／月 

人権相談 

5回／年 

〇 

相談できる人がいる割合の 

増加 
- 

小学 5年生 

93.2％ 

中学 2年生 

83.2％ 

小学 5年生 

95.0％ 

中学 2年生 

85.0％ 

小学 5年生 

89.4％ 

中学 2年生 

83.5％ 

△ 
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（４）歯科口腔保健推進計画の目標 

指標 
H26年度 

(計画時) 

R1年度 

(中間) 

R6年度 

(目標値) 

R5年度 

(最終値) 

評

価 

３歳児でむし歯のない者の割

合の増加 
- 

86.4％ 

(H30年度) 
90％ 再掲(1) 〇 

１２歳児でむし歯のない者の割

合の増加 
- 94.4％ 95％ 90.5％ △ 

何でもかんで食べることができ

る者(75歳以上)の割合の増加 
- 

74.3％ 

(H30年度) 
75.0％ 64.5％ △ 

歯科検診を年１回以上受けて

いる者の割合の増加 
- 35.1％ 40.0％ 32.5％ △ 

寝たきり者歯科保健医療事業

の実施 
- 

申込数 13 

(H26～30

年度) 

申込数 15 

(R元～5年

度) 

申込数 15   

(R元～5年

度) 

〇 
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第３章 基本理念と基本目標 
 

１ 基本理念 
 

 

 

 

何でも習慣、いいあんばい（塩梅）  
 

延ばそう健康寿命 

 

 

 

 

 

 私達は、少子高齢化がますます進む社会に生きています。いつまでも、健康で気持ちよ

く、元気に嵐 （々ランラン）と過ごし、晴れやかな気持ちで山 （々サンサン）

と活動をして行きたいと願います。そのためには、まず自身の日常を振りかえり、自身の行動を

見直しできることから始めていくことが大切だと考えます。食事や運動、好きなこと、苦手なこと

など自分の習慣を、健康とすり合わせて、良い点・見直した方が良い点のちょうど良いところ

（いい塩梅）を見つけ実践していきます。無理をせず、可能なことから始めて、続けていくことが

大切です。この継続が、健康寿命の延伸につながっていくと考えます。 

しかし、個人だけでは、できることに限りがあります。健康への情報提供・機会提供の場とし

て、行政や関係機関の支えをより活性化していきます。自身の周囲を見渡し、行政や機関だ

けではなく、地域の人々と輪を広げていくことでより可能性が広がります。 

そこで、「何でも習慣、いいあんばい（塩梅）」を合言葉とし、健康づくりに

取り組むことを基本理念に掲げました。 

 

嵐々・・・気持ちよく、元気に生活すること 

山々・・・晴れやかな気持ちで身体を動かすこと 
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２ 基本目標 
 

（１）健康増進計画の目標  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）栄養・食生活 

～食べることを楽しみ、健康な食生活をつくる～ 

 

（２）身体活動・運動 

～体を動かすことを楽しむ～ 

 

（３）休養・心の健康 

～ほっとするつながりをつくる～ 

 

（４）飲酒・喫煙 

～正しく理解して、ルールを守る～ 

 

（５）歯・口腔の健康 

～自分の歯で一生おいしく食べる～ 

 

（６）地域活動 

～みんなで一緒にいきいき健康寿命を延ばす～ 
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（２）食育推進計画の目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自殺対策計画の目標  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）食と習慣 

～食を通じて健康寿命を延ばす～ 

 

（２）食と心 

～食を通じてよい心を育てる～ 

 

（３）食と地域 

～食を通じて魅力あるまちをつくる～ 

 

 

～誰も自殺に追い込まれることのない嵐山町の実現を 

目指す～ 

（１）地域におけるネットワークの強化 

 

（２）自殺対策を支える人材の育成 

 

（３）住民への啓発と周知 

 

（４）生きることの促進要因への支援 

 

（５）児童生徒の SOSの出し方に関する教育 
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（４）歯科口腔保健推進計画の目標  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１）歯科疾患の予防 

   ～歯を通じてよい習慣をつくる～ 

 

（２）生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上 

～生涯、自分の歯でおいしく食べる、 

楽しく話す～ 

 

（３）定期的な歯科検診及び保健指導の推進 

～定期的な歯科検診の習慣をつくり、 

健康寿命を延ばす～ 

 

（４）歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進 

～誰もが一生、 

自分の歯で食べられるようにする～ 
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３ 体系図 

  

１ 健康増進計画

（１） 栄養・食生活

（２） 身体活動・運動

（３） 休養・心の健康

（４） 飲酒・喫煙

（５） 歯・口腔の健康

（６） 地域活動

２ 食育推進計画

（1） 食と習慣

（2） 食と心

（３） 食と地域

３ 自殺対策計画

（１） 地域におけるネットワークの強化

（２） 自殺対策を支える人材の育成

（３） 住民への啓発と周知

（４） 生きることの促進要因への支援

（５） 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

４ 歯科口腔保健

推進計画

（１） 歯科疾患の予防

（２） 生活の質の向上に向けた口腔機能の

維持・向上

（３） 定期的な歯科検診及び保健指導の推進

（４） 歯科医療を受けることが困難な者に

対する歯科口腔保健の推進

何
で
も
習
慣 

い
い
あ
ん
ば
い
（
塩
梅
） 
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第４章 嵐山町健康増進計画 
 

 

１ 課題別取り組みと内容 
 

（１）栄養・食生活 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 成人男性が肥満傾向 

成人の体格（BMI指数）で、「やや肥満」、「肥満（BMI25以上）」を合わせた割合は、全体

の 27.7％を占めています。成人の男性では、35％が「肥満」傾向にあります。肥満は、生活

リズムや食習慣が関係し、特に 20歳以降に体重を増加させると糖尿病を発症するリスクが

高まるといわれていることから、適正体重を維持し、体重を増加させないための生活習慣が

求められます。 

◎ 慢性腎不全が占める医療費が高い 

減塩に取り組んでいる人は、58.8％でした。前回調査（49.8％）と比べると改善傾向にあり

ます。また、嵐山町国民健康保険制度の疾病別医療費では慢性腎不全が増加傾向にあり

ます。塩分の摂りすぎは、血圧のみならず、慢性腎臓病にも影響があることがわかってきて

います。 

◎ 野菜の摂取不足 

１日に摂取している野菜料理は、半数以上（50.7％）が「１日１～２皿」でした。前回調査

（44.2％）から大きな改善はみられません。 

2022年死因別割合をみると「悪性新生物」が第 1位でした。 

国の目標では 1日野菜摂取量を 350g以上（5皿）といわれています。がん、生活習慣病を

予防するといわれている野菜を意識して食べる習慣づけが大切です。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 食に対する知識や情報を得る場面を充実し、食事量やバランスを意識する人を増やしま

～ 食べることを楽しみ、健康な食生活をつくる ～ 
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す。 

◎ 自分自身の嗜好を知ることで食習慣改善へのきっかけとし、健康な身体づくりに自ら取り

組んでいく必要があります。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 地場産物に関心を持ち、豊かな食生活にする  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 食生活に関心を持ち、楽しい食卓づくりをします。 

・ 自身の食嗜好（食品、食材、味付け）を認識します。 

・ 旬の食材、地域産物などを知り、消費します。  

 

②地域や関係団体、関係機関でできること 

・ 保健推進員は、食と健康に関する事業の情報提供を行います。 

・ 農産物直売所では、地産地消の推進を行います。 

 

③行政ができること 

・ 親子で食に触れる機会を作ります。 

・ 保育園・幼稚園、小学校、中学校では食体験の場を作ります。 

・ 学校給食に地域産物を継続して提供します。 

・ 地域産物の消費拡大を目指し、産地づくりに取り組みます。 

・ 望ましい食生活を地域に広める担い手として、保健推進員の養成を行います。 

 

◆ 行動目標２ ◆ 正しい食習慣・食行動を身につける  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ １日の塩分摂取量を知り、適塩に努めます。 

・ 生活習慣病と食事の関係を理解し、関心を持ちます。 

・ 「主食」「主菜」「副菜」をそろえた食事が 1日２回以上できるように心がけます。 

・ 野菜の必要性を知り、野菜料理を今より１皿増やします。 

・ 適正体重を維持します。 

 

② 地域や関係団体、関係機関でできること 

・ 保健推進員は、健康づくりに関して学んだ知識を地域に提供します。 
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③ 行政ができること 

・ 各年代やライフスタイルに応じた食情報を提供します。 

・ 生活習慣に起因する疾患について周知します。 

・ 町のイベントや広報で適正な食事について知識の普及啓発を行います。 

・ 主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事、減塩の知識や手法について普及啓発を 

行います。 

・ 生活習慣病など食生活改善が必要な方に対して、教室・相談の機会を設けます。 

・ 保育園、幼稚園、小学校、中学校及び関係団体等と連携し、食体験の機会を提供しま

す。  

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

ライフステージに応じた食の知識・技術の普及・啓

発、健康診査、健康教育、相談の実施 

健康いきいき課 

長寿生きがい課 

「重症化予防」を町の重点課題とした健康教育の実施 健康いきいき課 

長寿生きがい課・教育総務課 

イベントや広報を活用した健康情報の提供 健康いきいき課 

栄養教諭による食育授業の実施、農業体験学習 教育総務課・各学校・農政課 

学校給食への地域産物の供給 教育総務課・農政課 

減農薬・減化学肥料栽培による特別栽培農産物の生

産 

農政課 

農産物直売所を通じた農産物の提供・供給 農政課 

 

●期待される効果 

・ 自らの食嗜好を知ることで、食習慣を見直す機会となります。 

・ 自分にできる・自分に合った手法で、よりよい食生活を続けることができます。 
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（２）身体活動・運動 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

●現状と課題 

◎ 若い世代の運動不足 

１日 30分以上の汗ばむ程度の作業や運動を週２回以上実施しているのは、60歳代以

上が全体の 66％占めています。働いている世代ほど少なくなっています。余暇時間の少な

い働く世代においては、運動習慣を持つことは難しい状況にあります。 

◎ やる気はあっても行動に移せない 

１日の歩行時間は１時間未満が 69％ですが、歩くことを心がけている方は 80％でした。

必要性を感じつつも行動に移せない傾向がみられます。運動しない理由は、「時間に余裕

がない」が最も多かったです。生活の中で身体を動かしたくなるような環境づくりが必要で

す。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 若い世代から日常生活の中で、無理なく運動習慣を身につける環境づくりをしていきま

す。 

◎ 体を動かすきっかけづくりのために、行動を起こしたくなるイベントなどの情報発信や、家

族や仲間と取り組みやすいウォーキングを推進し、町民の運動や身体活動の増加に取り組

みます。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 気軽に運動を始められるきっかけをつくる  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 体を動かす機会を日常生活で見つけ、今より 10分多く体を動かすよう心がけます。 

・ 一緒に身体を動かす仲間を見つけたり、身体を動かす場所や機会の情報を収集したり

します。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ サークルの声かけ、やすらぎトレーニングで運動に関する周知を行います。 

～体を動かすことを楽しむ～ 
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・ 身体を動かすことへの声かけを行います。 

 

③ 行政ができること 

・ 総合型地域スポーツクラブ、やすらぎトレーニングなど運動をする機会や場所の周知を

行います。 

・ 運動に関心を持った人が具体的に行動できるように、イベント提供の場面を増やします。 

・ 身体を動かすことで健康に対する効果を伝えます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

やすらぎトレーニングルームの運営 健康いきいき課 

長寿生きがい課 

元気はつらつ体操教室等における運動機能向上プロ

グラムの実施 

長寿生きがい課 

ウォーキングマップ、ウォーキングアプリの提供 健康いきいき課 

健康長寿サポーターの養成・活動支援、認知症サポ

ーターの養成・活動支援 

健康いきいき課 

長寿生きがい課 

血液サラサラ教室、嵐山カントリーウォークなどの運動

を負荷したイベント開催 

健康いきいき課 

長寿生きがい課・生涯学習課 

総合型地域スポーツクラブの支援 生涯学習課 

生涯スポーツの推進 生涯学習課 

学校体育施設の開放 生涯学習課 

都市公園施設、児童遊園施設の維持管理 まちづくり整備課 

 

●期待される効果 

・ 自身に合った運動習慣を身につけることで、疾病のリスクが低下します。 

・ 定期的に身体を動かすことでストレス軽減につながります。 

・ 運動を通じてコミュニケーションを図り、交流の場となります。 
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（３）休養・心の健康 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 働き世代の睡眠不足 

睡眠時間は、７時間未満の方が 70％でした。６時間未満睡眠の５２％が働き世代でした。

十分な睡眠を「とれていない」は、30～40歳代が一番多くいました。 

◎ 高齢世代の孤立化 

困ったときや悩みを相談する相手がいない割合は、女性より男性が高くなっています。１

週間のうち、話す回数が「週１回」「ほとんどない」に該当する方は、７０歳代以降になると急

激に増加しています。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 良質な睡眠は、ストレスに立ち向かう抵抗力を高めることやストレスと上手に付き合うため

の大事な手段です。十分な睡眠について、正しい知識の周知・啓発をしていきます。 

◎ 悩んでいる人に寄り添い、孤立や孤独を防ぐために、互いに支え合える環境づくりに取り

組みます。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 生活リズムを整え、良質な睡眠を習慣化する  

●取り組みの内容  

① 個人や家庭ができること 

・ 充実した睡眠時間をとります。 

・ 自分の体調の変化に気付き、心の健康のバランスをとります。 

・ ストレスが抱えきれなくなる前に対処を行います。 

・ 自分にあった気分転換の方法を見つけます。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 休養・休暇が取れるように配慮します。 

 

  

～ほっとするつながりをつくる～ 

 



- 77 - 

 

③ 行政ができること 

・ 適切な休養や睡眠をとることの大切さについて、情報発信を通して普及啓発を行いま

す。 

 

◆ 行動目標２ ◆ １人で抱え込まない、周りへ相談できる  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 家族で気付き合い、声をかけます。 

・ 毎日誰かと会話をします。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 普段と様子が違う人がいたら、声をかけます。 

・ ゲートキーパー養成講座を受講します。 

 

③ 行政ができること 

・ 心の電話相談や公共の相談機関の紹介を行います。 

・ ストレスと向き合うことが難しいときに、相談を受けます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

健診事業や個別相談を通じ、保健師が個別に休養

や心の健康に関する正しい知識を周知します。 

健康いきいき課 

ゲートキーパー養成講座の実施 健康いきいき課 

小学校・中学校での健康相談・講座の実施やスクー

ルカウンセラー設置 

教育総務課・各学校 

高齢者への見守り事業 長寿生きがい課 

人権学習の実施 地域支援課・生涯学習課 

総合型地域スポーツクラブの支援 生涯学習課 

生涯スポーツの推進 生涯学習課 

学校体育施設の開放 生涯学習課 

 

●期待される効果 

・ 良質な睡眠を取ることで、心の健康が保たれます。 

・ 生きづらさを抱えている方に、いち早く気付き、支援につなげることができます。 
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（４）飲酒・喫煙 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

●現状と課題 

◎ 喫煙の健康への影響 

喫煙の影響について、すべての項目で前回調査より理解度が低い結果となりました。喫

煙は、悪性新生物（がん）や循環器疾患、糖尿病など様々な疾患のリスク要因です。正しく

理解できるよう、引き続き周知・啓発をしていくことが重要です。 

◎ 中高年期男性の飲酒習慣 

毎日飲酒するは、50～70歳代の男性がピークという結果になりました。飲酒量において

も 60歳代の男性の３割以上が２合以上でした。中高年男性の飲酒頻度・量は、埼玉県（令

和４年国民健康・栄養調査）と比べて高い水準となっています。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 喫煙が健康に及ぼす影響について周知するとともに、禁煙支援を推進することが必要で

す。特に、20歳未満・妊娠中の喫煙防止を重点的に推進していきます。 

◎ 公共施設における受動喫煙対策に対して継続的に検討していくことが必要です。 

◎ 適量以上の飲酒が健康へ及ぼす影響を知り、「いい塩梅」による健康への利点を知り、 

行動することが必要です。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 正しい知識を知って行動することができる  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 検診（健診）を毎年受け、自分の健康状態を把握します。 

・ 喫煙が健康に及ぼす影響を学びます。 

・ 受動喫煙を理解し、喫煙マナーを守ります。 

・ 自分にできそうな禁煙方法を選択し実行します。 

・ 「いい塩梅」で飲酒をします。  

・ 休肝日を設けます。 

  

～ 正しく理解して、ルールを守る～ 
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② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 禁煙のエリアを確保します。 

・ 喫煙や飲酒が健康へ及ぼす影響を周知します。 

 

③ 行政ができること 

・ 健康のための禁煙や飲酒の適量について周知します。 

・ 受動喫煙による健康被害の影響を周知します。 

・ 公共施設における受動喫煙対策に努めます。 

・ 検診（健診）の受診環境整備に努めます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

飲酒・喫煙防止教室の実施 教育総務課 

教室等における妊婦の喫煙・飲酒による健康影響の

啓発 

健康いきいき課 

町内の公共施設における終日禁煙の実施 各施設管理担当課 

検（健）診の実施 健康いきいき課 

 

●期待される効果 

 ・ 肺がんや生活習慣病の罹患率・死亡率の減少が見込まれます。 
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（５）歯・口腔の健康 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 歯科健診 

歯科健診を受けていない割合は３１．３％で、前回調査（３８．２％）より改善傾向にありま

す。年１回以上の健診を受けている方は３２．５％で、前回調査（３５．１％）とさほど変化はあ

りません。 

◎ 喪失歯がない人減少 

歯の本数が２８本以上に該当する方は２９．３％でした。前回調査（４２．６％）より大きく減

少していました。むし歯・歯周疾患は、歯の喪失の主な原因であり、生涯を通じた予防・重

症化予防に取り組む必要があります。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 子どもの頃から歯の健康づくりが身につけられるよう、フッ化塗布、食後の歯みがきの習慣

化に取り組みます。・・・セルフケア 

◎ 歯の喪失を防ぐためのきっかけとなる歯周病検診や口腔教室を普及させます。 

・・・プロフェッショナルケア 

◆ 行動目標１ ◆ 歯みがき、歯科健診でむし歯ゼロ 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 毎食後に歯みがきをする習慣を身につけます。 

・ 定期的に歯の検診を受診します。 

・ 必要な歯の治療を行い、しっかりかめる状態を維持します。 

・ ８０歳になっても自分の歯を 20本以上保ち、生涯を通じて歯と口腔の健康を保ちます。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 広報などで歯に関する情報を提供します。 

・ 歯みがきの習慣に対する声かけを行います。 

・ 学校で、歯に関する意識を高めるように努めます。 

～ 自分の歯で一生おいしく食べる～ 
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③ 行政ができること 

・ 健診で幼少期より、歯のケアに関する周知をします。 

・ 広報などで歯に関する情報を周知します。 

・ 検診を実施し、自分の歯の状態をチェックする機会をつくります。 

・ 歯と口腔の健康について知識を普及するための健康教育、健康相談を行います。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

フッ素塗布や乳幼児健診・相談にて歯のケアに関す

る指導の実施 

健康いきいき課 

よい歯のコンクールや 8020運動の周知や推奨 健康いきいき課 

血液サラサラ健康教室等における口腔ケア事業の実

施 

健康いきいき課 

歯周病検診の実施 健康いきいき課 

妊婦健康診査における歯科検診の実施 健康いきいき課 

学校保健委員会における歯に関する取り組みの実施 教育総務課・各学校 

 

●期待される効果 

・ 自身の歯で食事をすることで、食べることを楽しみに感じることができます。 

・ 歯のケアを行うことで、感染症や生活習慣病の予防にもつながります。 
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（６）地域活動 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

  

 

●現状と課題 

◎ 「地域とのつながりは強いほうか」との問いに、「そう思う」と回答した割合を見ると、70歳

代・80歳代で４割以上を超えていますが、他の年代では半数以上が「思わない」「わからな

い」でした。 

◎ 町内会等加入率の低下により、地域のつながりが希薄となっています。 

◎ 地域活動やボランティア活動に参加している人の割合は、8.8％と新型コロナウイルス感染

症の影響もあってか前計画より減少しています。 

◎ 近所や地域の人たちと良い関係を築き、地域とつながること（ソーシャルキャピタル）の重

要性が指摘されています。ソーシャルキャピタルには、死亡率の低減、自殺の減少、自覚的

健康度の改善、運動習慣など健康行動に影響を与える効果があります。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 人とのつながりが持てるしくみづくり 

◎ 地域で健康づくりに取り組み、健康づくりを応援する人の育成 

 

◆ 行動目標１ ◆  地域に関心を持ち、つながりをつくる 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 声をかけあい、誘い合います。 

・ 健康について関心を持ちます。 

・ 町内の行事を知り、参加するように心がけます。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 町内会で行う行事などの周知や声かけを行います。 

・ 見守り事業を支援します。 

・ 学校で地域と連携して行事などを行えるよう工夫をします。 

 

～ みんなで一緒にいきいき健康寿命を延ばす～ 
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③ 行政ができること 

・ 地域組織との連携による地域での健康づくりを推進します。 

・ 関係団体、ボランティアとの連携による健康づくりを支援します。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

学校公開実施 教育総務課・各学校 

各地域での子どもの体験・交流の促進 教育総務課 

子育て広場・レピ、乳幼児相談等実施における母子

交流の促進 

福祉課・健康いきいき課 

(社福)嵐山町社会福祉協議会 

老人クラブ活動への支援、シルバー人材センターの

活動支援、地域住民グループ支援事業の実施 

長寿生きがい課 

(公社)嵐山町シルバー人材センタ

ー 

介護予防教室、「コミュニティサロンむさし嵐丸庵」な

どの実施 

長寿生きがい課 

うきうきサロン 社会福祉協議会 

地域での活動を行うボランティアの育成 各関係課 

地域見守りパトロールや防災対策の周知・実施 地域支援課 

 

●期待される効果 

・ 地域住民間での交流の増加により、防犯・防災対策にもつながります。 

・ 情報交換や知識の交流が行われることで、閉じこもり防止や生きがいにもつながります。 
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２ 評価指標 

指   標 
現状値 

(令和 6年度) 
 目標値 

(令和 12 年度) 

適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの

減少） 
67.3％ ⇒  70.0％ 

高血圧の改善（収縮期血圧の平均値の低下） 

男性 

133.1mmHg 

女性 

133.5mmHg 

(Ｒ5年度) 

⇒ 

男性 

130mmHg 

女性 

129mmHg 

30分以上週２回以上の運動をしている者の増加 57.4％  62.0％ 

乳幼児相談、健診後の健康相談、個別相談の利用

者の増加 

762件 

(Ｒ5年度) 
 800件 

睡眠による休養を十分にとれていない者の割合の

減少 
15.2％  15.0％ 

生活習慣病につながるほどの飲酒をしている割合

の減少 

男性：11.9％ 

女性：1.5％ 

(Ｒ5年度) 

 
男性：9.0％ 

女性：1.5％ 

喫煙率の減少 
11.9％ 

(Ｒ5年度) 
 10.5％ 

３歳児でむし歯のない者の割合の増加 
９2.6％ 

(Ｒ5年度) 
 ９4.0％ 

地域とのつながりが強いと感じる者の割合の維持 34.6％  35.2％ 

町内会や自治会、老人会などに加入している者の

割合の維持 
46.1％  47.0％ 

※現状値は、直近値のため令和５年度値の場合を含む。 

資料：特定健康診査結果(R5)ほか 
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第５章 嵐山町食育推進計画 
 

１ 課題別取り組みと内容 
 

（１）食と習慣 

◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 朝食を毎日摂っている方は、幼稚園児 97.9％、小学生 85.1％、中学生 84.5％、成人

84.6％でした。小学生以外は、前調査より増加しています。30歳代男性が最も低い数値

で、42.9％です。 

◎  乳幼児健診時のアンケート（令和５年度）では、朝食を毎日摂取している方は、9～10か

月児の保護者が 75.8％、３歳児が 93.6％、３歳児の保護者 71.8％でした。子どもの頃か

ら、「食」についての正しい知識や選択する力を身に付けることが大切です。子どもの朝食

欠食などをなくし、望ましい食生活を身に付けられるよう保護者に支援をしていく必要があり

ます。 

◎ 栄養バランスのとれた食生活を送るには、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が重要

です。 

 

81.8%

84.6%

7.6%

3.5%

3.2%

2.5%

0.3%

1.6%

6.1%

5.5%

1.1%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

（ｎ=380）

R6

（ｎ=434）

朝食摂取状況（成人）

ほとんど毎日 週４～５回くらい 週２～３回くらい

週1回くらい ほとんど食べない 無回答

～ 食を通じて健康寿命を延ばす～ 
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●取り組みの方向性 

◎ 健康を保つための食行動を楽しみながら実践する町民を増やすため、乳幼児期からの食

育を進めていきます。 

◎ 継続してバランスの良い食事をとること、減塩や野菜摂取量を増やすなどの正しい食習慣

や適性体重の維持についての普及啓発を行います。 

◆ 行動目標１ ◆ 規則正しい生活を送り、 

栄養バランスのとれた食事を実践する 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 早寝・早起き・朝ごはんの基本的な食習慣を身につけます。 

・ 主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上できるよう心がけます。 

・ 自分の適正体重を知り、自分にあった食事量を心がけます。 

・ 自分の健康を考え、食を選択します。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 保健推進員は、食と健康に関する事業の情報提供を行います。 

・ 農産物直売所ではレシピを配布し、健康に関する情報発信に努めます。 

 

③  行政ができること 

・ 健診、相談等で、保護者・乳幼児の栄養バランスの取れた食事の指導、朝食の啓発を

47.6%

46.5%

25.9%

27.4%

12.0%

7.4%

8.1%

9.9%

4.2%

6.2%

2.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

（ｎ＝382）

R6

（ｎ＝434）

主食、主菜、副菜をそろえた食事

１日に２回以上 １日に１回 週に４～５日 週に２～３日 それ以下 無回答
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取り組みます。 

・ 栄養成分表示の内容や見方について情報提供します。 

・ 広報やホームページ等を通じて規則正しい食生活や栄養バランスについて情報を発信

します。 

・ 栄養教諭による食育授業を実施し、子どもたちに規則正しく、栄養バランスのとれた食事

をとることの重要性を伝えます。 

・ 給食だより等を活用し、家庭に対して睡眠と食事の関係やバランスよく食べることの大切

さ、効果を伝えます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

望ましい食習慣を確立するための知識の普及・啓発、健

康診査、健康教育、健康相談の実施 

健康いきいき課 

長寿生きがい課 

栄養成分表示の内容や見方についての情報提供 健康いきいき課 

長寿生きがい課 

パンフレット配布やポスター掲示、広報やホームページ

等による食に関する情報発信 

健康いきいき課 

小中学校における「食育」の教育課程への位置付け 教育総務課・各学校 

「早寝早起き朝ごはん」運動の推進 教育総務課・各学校 

栄養教諭による食育授業の実施、農業体験学習（再掲） 教育総務課・各学校・農政課 

給食だよりの発行 教育総務課・各学校 

 

●期待される効果 

・ 朝食の大切さを理解し、規則正しく３回食べることで生活リズムを整えることができます。 

・ 適正な食事の内容と量を理解し、実践することで生活習慣病等の予防、健康寿命の延伸

につながります。 

・ 子どもの頃から栄養バランスのよい食事をとる習慣を身につけることで、将来にわたって健

康な生活を送ることができます。 
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（２）食と心 

◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 家族と一緒に食事をする頻度は、成人では、朝食、夕食ともに「ほとんど毎日」が最も多

く、朝食で 44.2％、夕食で 58.3％でした。家族と食べることがほとんどない方は、８０歳代が

最も多く、次に１０～２０歳代でした。 

  子どもの調査では、「家族そろって食べる」「家族の誰かと食べる」が夕食では８割の家庭で

該当がありました。中学生になると「１人で食べる」傾向が増え、小学生の６倍でした。 

少子高齢化や核家族化、ライフスタイルの多様化により、家族が一緒に食卓を囲む機会

が減少して１人で食事をする「孤食」が問題視されています。食を通じたコミュニケーション

は、食の楽しさを感じ、精神的な豊かさにつながります。また、食事のマナーを取得する機

会になります。 

◎ 「地元産の食材を活用する」は 6.8％、「伝統料理、郷土料理を伝えている」は 0.8％であ

り、前回調査よりさらに低下しています。食のグローバル化が進み日本食を食べる機会が少

なくなってきていることや、家庭で調理する機会が少なくなっていることも郷土料理が衰退し

てきている要因と考えられます。 

 

●取り組みの方向性 

◎ みんなで一緒に食事をとることの楽しさや重要性を学びます。 

◎ 食に伴う礼儀作法やマナーを学びます。 

◎ 食の体験を通じて、郷土料理や食文化を知ります。 

◎ 様々な交流を通じて、郷土料理や食文化を伝えていきます。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 家族や友人と食事を楽しむ  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 家族や仲間と、そろって食事をすることの大切さを理解し、１日１回はそろって食事をす

～ 食を通じてよい心を育てる ～ 
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ることを心がけます。   

・ 食卓を通じて、コミュニケーション力を育みます。 

・ お手伝いや料理をすることで、食への関心につなげます。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 保健推進員は、食と健康に関する事業の情報提供を行います。 

・ 地域での会食の機会をもち、食を通じた地域交流の機会を充実させます。 

 

③ 行政ができること 

・ 乳幼児健診や乳幼児相談等で、保護者に対して家族そろって食べることの大切さを伝え

ます。 

・ 親子で一緒に調理をする場を提供し、子どものころから食事づくりに関わる機会を作りま

す。 

・ 栄養教諭による食育授業を実施し、子どもたちの食への関心を高めます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

食育事業（健康教室、健康相談等）の実施 健康いきいき課 

各種料理教室の開催 健康いきいき課 

生涯学習課 

栄養教諭による食育授業の実施（再掲） 教育総務課・各学校 

保育園や幼稚園での食育に関する事業 福祉課・教育総務課 

 

●期待される効果 

・ 家族や仲間と一緒に食事をすることでコミュニケーションが生まれ、心と身体の健康につ

ながります。 

・ 子どもの頃から食に関わる機会を持つことで、大人になってからも楽しい食卓づくりを実

践することができます。 

 

◆ 行動目標２ ◆ 地元の産物や郷土料理を知り、次世代に伝える 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 旬の食材、地域農産物などを知り、消費します。 

・ 四季の行事食や郷土料理、家庭の味を次世代に継承します。 
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② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 地区での行事などを利用して郷土料理などを会食する機会を提供する。 

・ 農産物直売所は料理レシピを配布し、地産地消を推進します。 

 

③行政ができること 

・ 各種団体と連携を図り、郷土料理や伝統料理を伝えていきます。 

・ 学校給食を通じて子どもたちに地域の食文化を伝えます。 

・ 食を通じた地域、生産者との交流の機会の充実に努めます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

旬の食材や地域農産物を用いた料理教室の実施 健康いきいき課 

学校給食で郷土料理や伝統料理を提供 教育総務課 

地域農産物を用いた学校給食の実施 農政課・教育総務課 

幼稚園、小学生、中学生の農業体験 教育総務課・各学校 

 

●期待される効果 

・ 家庭、学校、地域で地元の食文化に触れることで、良さや大切さを次世代へつなげるき

っかけとなります。 

・ 食農体験をすることで、地域の食、自然への理解を深めます。 
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（３）食と地域 

◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

●現状と課題 

・ 食べ物の生産から消費に至るまでの過程を知る機会が少なくなり、食べ物を大切にする

気持ちや食に関わる人々への感謝の気持ちが薄れつつあります。町民が地産地消や体

験活動などを通じ、食文化を見つめ直すとともに、食への興味や関心、理解をさらに深め

られるよう、行政、関係機関、各種団体が連携し、支援することが重要です。 

・ 学校給食に野菜等の地域農産物を取り入れ、さらには農業体験を通して子どもたちに農

業への関心を高める教育を行っています。 

・ 農産物直売所等を通じて、地元消費者に生産者の顔の見える安心・安全な農産物を供

給しています。 

・ 遊休農地等を利用し、都市住民の人たちが農業者とふれあい自ら農産物の生産に取り

組めるような農園作りと観光果樹園の整備を図っています。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 食材の旬や地域農産物に関する情報提供を充実させ、地域の食材や旬の食材を知る機

会をつくることで「地産地消」「旬産旬消」を推進します。 

◎ 地産地消、イベント開催等協力体制の構築を進めるため、各種団体と協力のもと適切な連

携体制を図ります。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 地産地消に取り組み、地元への愛着を深める  

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 旬の食材、地域農産物などを知り、消費します。 

・ 食体験を通じて嵐山町の自然を学びます。 

・ 生産者と食べ物に感謝します。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 各団体は連携し、食を通じた交流を図ります。 

～ 食を通じて魅力あるまちをつくる ～ 
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・ 生産者は収穫した農産物を積極的に広報していきます。 

 

③ 行政ができること 

・ 学校給食を通じて子どもたちに地域の農産物を伝えます。 

・ 学校は地域の農産物を通して知識の向上を図ります。 

・ 食を通じた地域、生産者との交流の機会の充実に努めます。 

・ イベント等で嵐山町の農産物を周知します。 

・ 農産物の販売を促進し、地域の活性化を図ります。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

地域農産物を用いた料理教室の開催やレシピの作成・

配布 

健康いきいき課 

地域農産物を用いた学校給食の実施（再掲） 農政課・教育総務課 

幼稚園、小学生、中学生の農業体験（再掲） 教育総務課・各学校 

市民農園、観光農園の周知 農政課 

安心・安全な農産物の提供 農政課 

 

●期待される効果 

・ 子どものころから農業に関わる体験をすることにより、食べ物や食に関わる人への感謝、

食への関心が高まります。 

・ 地元で採れたものを食べることで、新鮮で安心な食材が手に入り、健康的な食生活につ

ながります。 

・ 地元の食材の生産を増やし、またそれを利用した商品開発により、町のアピールにつな

がります。 
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２ 評価指標 

指   標 
現状値 

(令和 6年度) 
 

目標値 

(令和 12年度) 

朝食を欠食する割合の減少 

（小学生） 

（中学生） 

（成人） 

  

14.9％ 

15.5％ 

13.1％ 

⇒ 

 

 8.0％ 

15.0％ 

12.0％ 

主食・主菜・副菜のそろった食事が１日２回以上の

人の増加 
46.5％ ⇒ 48.0％ 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数

の増加 
8.3回  

週 10回 

以上 

食育に関心を持っている人の増加 61.6％  62.0％ 

学校給食における地場産物を使用する割合 

（食材の種類） 
１9品目  25品目 

※現状値は、直近値のため令和５年度値の場合を含む。 
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第６章 嵐山町自殺対策計画 
～誰も自殺に追い込まれることのない嵐山町の実現を目指して～ 

 

 

 国の自殺対策は、平成１８年に自殺対策基本法が制定されて以降、大きく前進しました。そ

れまで「個人の問題」と認識されがちであった自殺が「社会の問題」として広く認識されるように

なり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺者数の年次推移は減少傾向にある

等、着実に成果を上げています。また、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目

指して自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、施行から１０年の節目に当たる平

成２８年に、自殺対策基本法が改正され、全ての都道府県及び市町村に自殺対策計画を定

めるものとしています。 

 近年では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で自殺の要因となる様々な問題が悪化し

たこと等、状況に変化が生じています。令和４年１０月に閣議決定された、新たな「自殺総合対

策大綱」の基本認識においては、特に女性や小中高生の自殺者が過去最多の水準となって

おり、自殺者数も毎年２万人を超える状況であることからも、非常事態はいまだ続いているとい

わざるを得ません。 

 これらを踏まえ、本町では、町民一人ひとりがかけがえのない命の大切さを考え、ともに支え

合う地域社会の実現のため、自殺対策を総合的に推進する計画として策定し、将来にわたっ

て「誰も自殺に追い込まれることのない嵐山町」の実現を目指し、自殺者数「０」を目標とします。 

 

 

◆ 基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

 

 

 自殺総合対策大綱における国の数値目標は、令和８年までに厚生労働省「人口動態統計」

に基づく令和７年の自殺死亡率を平成２７年の１８．５と比べて、３０％以上減少させる（１３．０

以下にする）ことを目標としています。また、埼玉県では埼玉県自殺対策計画（第３次）中間目

標として、令和８年までに自殺死亡率を平成２７年比３０％減となる自殺死亡率１２．６を目標と

しています。  

～ 誰も自殺に追い込まれることのない嵐山町の 

                実現を目指す ～ 
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１ 課題別取り組みと内容 
国の方針等に基づき、いのち支える「５つの基本施策と３つの重点施策」に対応した取組を

推進していきます。 

（１）基本施策 

①地域におけるネットワークの強化 ～地域とのつながり～ 

自殺には、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変

化など、様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係しています。

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるよう、精神保健的な視点だけでなく、

複数の問題を整理し、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、このような

包括的な取組を実施するためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要

があります。 

 町民、行政、関係団体、企業等が相互に連携、協力し、地域で支え合えるまちづくりを推進

します。 

 

②自殺対策を支える人材の育成 ～第一歩は気づきから～ 

 様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」が重要であり、「気づき」

のための人材育成の方策を充実させる必要があります。誰もが早期の「気づき」に対応できる

よう、地域における対策の支え手を養成するため、ゲートキーパー養成研修等、必要な研修の

機会の確保を図ります。 

 また、児童生徒の自殺を予防するために、悩みをもつ児童生徒が身近なところで相談できる

よう、学校教育関係者等による相談体制の強化を図ります。 

 

③住民への啓発と周知 ～理解を深める～ 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めることも含め

て、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適切であるということが、社会全体の共

通認識となるよう積極的に普及啓発を行っていきます。 

  

④生きることの促進要因への支援 ～生きるための居場所づくり～ 

自殺対策には個人においても社会おいても、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加え

て「生きることへの促進要因」を増やす取組を行うこととされています。「生きることへの促進要

因」への支援という観点から、子ども・若者から高齢者まで全ての人の居場所づくり、自殺未遂

者への支援、遺された人への支援に関する対策を推進していきます。 

また、地域や学校での孤立を防ぐとともに、心の負担を軽減する支援につなげられるための
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情報提供を行います。 

 

⑤児童生徒の SOSの出し方に関する教育  ～相談できるということ～ 

 「生きることの包括的な支援」として「困難やストレスに直面した児童・生徒が信頼できる大

人に助けを求められる」ということを目標として、SOS の出し方に関する教育を進めていきます。 

 また、学校における教育活動として、SOSの出し方に関する教育を推進するための連携の強

化に取り組みます。 

 

 

※自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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※「ゲートキーパー」とは 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人のことです。特別な研修

や資格は必要ありません。誰でもゲートキーパーになることができます。周りで悩んでいる人がいた

ら、やさしく声をかけてあげてください。声をかけあうことで、不安や悩みを少しでも和らげることがで

きるかもしれません。 

１人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、専門性の有無にかかわら

ず、それぞれの立場でできることから進んで行動を起こしていくことがゲートキーパーの第一歩に

つながります。 

 

     

     

厚生労働省ホームページより 
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（２）重点施策 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけ

だはなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立等の様々な社会的要因が

あることが知られています。入学・進学、出産・子育てや介護等、ライフステージごとの出来事

がストレス要因に関係することから、心の健康を保つことは、全世代に共通して大切なことです。 

 

① 若年者への対策 

国内における近年の自殺者の総数が減少傾向にある中においても、若年者の自殺、特に

小中高生の自殺は増加傾向にあり、令和４年（２０２２年）の小中高生における自殺者数は過

去最多の 514 名に上ったほか、若年層の死因に占める自殺の割合が高いことも明らかとなっ

ています。 

自殺総合対策大綱では、「こども・若者の自殺対策の更に推進する」が重点施策の１つとし

て位置づけられています。 

多様化する状況下にあるこども・若者が、命の大切さ・尊さを実感し、自殺予防に関する知

識やＳＯＳの出し方を知る働きかけや、学校における児童生徒への命の教育の推進を図りま

す。 

 

② 高齢者への対策 

高齢者の自殺については、閉じこもりや抑うつ状態から孤立・孤独に陥りやすいといった高

齢者特有の課題を踏まえつつ、様々な背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要です。

高齢者の自殺の原因として最も多い健康問題、健康不安に対する支援については、かかりつ

け医、行政サービス、民間事業所サービス、民間団体の支援等を適切に活用し、介護者、家

族を含めた地域的、包括的な支援提供を行っていきます。 

また、寿命の延伸、ライフスタイルの変化により、高齢世帯、高齢単独世帯が増加しているこ

とから、高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化といった生きることの

包括的支援としての施策の推進を図ります。 

 

③ 生活困窮者への対策 

 生活困窮者はその背景として、虐待、DV 被害、性暴力被害、依存症、セクシャル・マイノリテ

ィ、知的障害、発達障害、精神疾患、被災避難、介護、多重債務、労働等の多様かつ広範な

問題を、複合的に抱えていることが多く、経済的困窮に加えて社会から孤立しやすいという傾

向があります。 

また、生活困窮と密接に関連している勤労世代の無職者の自殺率は、同世代の有職者に

比べて高いことが知られています。自殺のリスクが高い無職者・失業者では、離職・長期間失

業など就労や経済の問題を抱えている場合もあれば、経済問題以外の傷病、障害や人間関
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係の問題等を抱えている場合もあります。 

 このような状況の中、勤労世代の無職者・失業者は社会的に排除されやすい傾向があり、無

職者・失業者に対する自殺対策には、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を

含む包括的な取り組みが重要です。 

 これらの観点から、高い自殺のリスクを抱えている人々に対して、様々な分野の人々や組織

が連携し、包括的な支援が届く体制づくりに取り組みます。 
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（３）行政の施策・事業「生きる支援関連施策」一覧
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1 総務課 職員育成事業
・ゲートキーパー等の職員研修（内部研修）等におい

て、自殺対策への意識向上を図ります。
○

2 総務課
職員安全衛生管理

事業

・メンタルヘルスチェック、職員の健康相談を実施す

ることで、住民からの相談に応じる職員の心身面での

健康維持を図ります。

○

3 地域支援課
法律・行政・人権

相談事業

・法律、行政や人権に関する悩みを持つ方への相談支

援を実施し、関係機関の紹介や相談内容に応じた連携

支援を行うことで自殺リスクの軽減につなげます。

〇 〇 〇 〇

4 地域支援課

比企地区人権フェ

スティバル・人権

問題職員研修会

・様々な人権問題について知り、「生きることの包括

的な支援」について考える機会を周知します。
〇 〇 〇 〇

5 地域支援課 防災対策事務
・災害における各種の不安や悩みを持つ被災者に対し

て他機関へつなぐ等の対応を取ります。
〇 〇 〇 〇

6 税務課 納税相談

・納税の支払いを期限までに行えない住民は、生活面

で深刻な問題を抱えていたり、困難な状況にあったり

する可能性が高いため、そうした相談を「生きること

の包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に様々な支

援につなぎます。

〇 〇

7 税務課 町税収納事務

・相談を受け徴収を行う職員がゲートキーパー研修を

受講することで、気づき役やつなぎ役としての役割を

担います。

〇 〇

8 町民課 窓口業務
・窓口来庁者の手続き時における相談等により、必要

と判断される場合は、関係各課との連携を図ります。
〇

9 福祉課

子ども家庭支援セ

ンターｂ＆ｇらん

ざんの運営

・子育て中の保護者からの育児に関する各種相談に

様々な専門機関と連携しながら応じることで、危機的

状況に陥る前に家庭の問題を発見し、対応することが

可能となり、それは自殺リスクの軽減にもつながりま

す。

〇 〇

10 福祉課

ファミリー・サ

ポート・センター

の運営

・育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人

の会員組織化を実施することで、育児に関する悩みの

軽減につなげます。

〇

11 福祉課
児童扶養手当支給

事務

・家族との離別・死別を経験している方は自殺のリス

クが高まる場合があります。扶養手当の支給機会を自

殺のリスクを抱えている可能性がある集団との接触窓

口として活用します。

〇

12 福祉課
ひとり親家庭等医

療費助成事務

・ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、また孤立しがち

であるなど、自殺につながる問題要因を抱え込みやす

いです。医療費を助成することで、金銭的負担の軽減

につなげます。

〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策



- 101 - 

 

地

域

に

お

け

る

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

強

化

自

殺

対

策

を

支

え

る

人

材

の

育

成

住

民

へ

の

啓

発

と

周

知

生

き

る

こ

と

の

促

進

要

因

へ

の

支

援

児

童

生

徒

の

S

O

S

の

出

し

た

方

に

関

す

る

教

育

若

年

者

へ

の

対

策

高

齢

者

へ

の

対

策

生

活

困

窮

者

へ

の

対

策

13 福祉課
子育て支援ネット

ワーク推進事業

・子育て支援を行う関係団体同士の援助をネットワー

クを強化し、自殺のリスクを抱えた保護者の早期発見

と支援の強化につなげます。

〇

14 福祉課

嵐丸ひろば・子育

て広場「レピ」ふ

れあい教室

・保護者同士の交流・情報交換や子育てに係る相談の

場を設けることで、子育てに伴う負担の軽減に寄与

し、危機的状況にある保護者を発見し早期の対応につ

なげます。

〇 〇

15 福祉課 学童保育事業

・学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行

う機会が多々あり、悩みを抱えた子どもや保護者を把

握することができます。学童保育所の職員にゲート

キーパー研修を受講してもらい、問題を抱えている保

護者や子どもがいた場合には、その職員が必要な機関

へつなぐ等の対応を取ります。

〇 〇

16 福祉課
保育の実施（私立

保育園）

・保育士にゲートキーパー研修を実施し、保護者の自

殺リスクを早期に発見し、他の機関へとつなぐ等、保

育士が気づき役やつなぎ役としての役割を担います。

〇 〇

17 福祉課
民生委員・児童委

員事務

・民生委員・児童委員による地域の相談・支援等の実

施による対象者への傾聴を実施し、訪問時の状況につ

いて、担当課と情報連携を図ります。

〇

18 福祉課
保健福祉総合相

談・案内窓口事業

・窓口に来庁した住民に対し、傾聴と同時に適切な関

係機関、制度につなげます。
〇 〇 〇 〇 〇

19 福祉課 日中一時支援事業

・障害児（者）の日中一時預かりにより、家族の一時

的な休息を図ります。また、必要に応じ預かり時間内

において、家族の相談支援を図ります。

〇

20 福祉課 訪問入浴事業
・入浴事業者と連携し、本人及び家族が抱える問題等

について必要な支援を提供します。
〇 〇

21 福祉課
訓練等給付に関す

る事務

・障害を持つ方が就労支援事業所へ通所することで社

会生活を営むきっかけ作りとします。
〇

22 福祉課
障害児支援に関す

る事務

・児童発達支援や放課後デイサービスを利用すること

で障害児が社会生活を送れること、並びに保護者のレ

スパイトにつなげます。

〇

23 福祉課
障害者相談員によ

る相談業務

・障害（身体・知的）に精通する相談員が障害者及び

家族の相談に携わることで、不安の軽減などにつなげ

ます。

〇

24 福祉課
障害者基幹相談支

援センター事業

・障害者及び家族の悩み事に対応することで、各々が

持つ不安感を軽減します。
〇

25 福祉課 ガイドブック事業
・障害等の制度を掲載したガイドブックを配布し、住

民へのサービス周知が図ります。
〇

26 福祉課

生活困窮者自立支

援事業（相談支援

事業）

・アスポート西部との連携を図ることで対象となる方

の自立支援（就労等）につなげます。
〇 〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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27 健康いきいき課
母子手帳交付事

業・妊婦全数面接

・母子手帳交付時に保健師等の面接（相談やサービス

等の紹介等）を実施し、その後の妊娠・出産・子育て

期の切れ目ない支援充実とします。

〇

28 健康いきいき課 妊婦健康診査
・助成金使用により身体的経済的な支援をし、妊娠中

のストレスを緩和します。
〇

29 健康いきいき課
新生児訪問指導(赤

ちゃん訪問）

・生後2か月未満での訪問を原則として実施し、産後

うつや育児ストレスに早期に対応します。
〇 〇

30 健康いきいき課 乳幼児健康診査

・育児に関するストレスを軽減するため、月齢健診等

において医師の診察、専門職種による必要な助言・指

導を行います。

〇 〇

31 健康いきいき課 乳幼児相談
・育児に関するストレスを軽減するため、専門職種に

よる必要な助言・指導を行います。
〇 〇

32 健康いきいき課 2か月児相談
・赤ちゃん訪問後の育児ストレスに対応するため訪問

や電話による指導を行います。
〇 〇

33 健康いきいき課
すくすく相談（Ｐ

Ｔ・ＳＴ）

・運動発達や言語発達の遅れに伴う不安に対応するた

め、専門職種による必要な助言指導を行います。
〇 〇

34 健康いきいき課 妊婦訪問

・出産1か月前に訪問や面談を実施し、出生届出時に

必要な情報を提供するなど、産後の赤ちゃん訪問にス

ムーズにつながるよう関係づくりに努めます。

〇 〇

35 健康いきいき課 赤ちゃん教室

・離乳食開始に伴う不安の軽減や母親同士の交流を目

的として、離乳食指導やベビーマッサージの指導を行

います。

〇

36 健康いきいき課 地域保健医療計画
・計画の中で自殺対策について言及することで、自殺

対策との連動性を高めていきます。
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

37 健康いきいき課
健康いきいきプラ

ン推進事業

・計画の中に自殺対策計画を盛り込むことにより、住

民への周知、啓発の機会とします。
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

38 健康いきいき課
休日・夜間診療事

業

・休日・夜間の急病患者に対する応急診療を実施する

ことにより、通常時間外でも安心して医療が受けられ

る体制を作ります。

〇 〇 〇 〇 〇

39 健康いきいき課 がん検診
・各種がん検診を実施することにより、がんへの不安

解消や早期発見・早期治療に努めます。
〇 〇 〇

40 健康いきいき課
やすらぎトレーニ

ングルーム運営

・やすらぎトレーニングルームでは、体を動かすこと

でストレス解消につなげます。
〇

41 健康いきいき課
保健推進員運営事

業

・保健推進員にゲートキーパー研修を実施すること

で、気づき役やつなぎ役として役割を担います。
〇

42 健康いきいき課
嵐山町自殺対策庁

内連絡会議

・嵐山町自殺対策庁内連絡会議の開催を通じ、全庁的

な自殺対策を推進します。
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

43 健康いきいき課
ゲートキーパー研

修事業

・職員及び関係団体等を対象とした、ゲートキーパー

研修を実施します。
〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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44 長寿生きがい課
訪問理美容サービ

ス

・身体の状況により、実際に理美容院店へ行くことが

困難な方に対して、ご自宅に理美容事業者が訪問する

ことにより、心のリフレッシュにつなげます。

〇 〇 〇

45 長寿生きがい課
介護給付に関する

事務

・介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場

合、心中や殺人へとつながる危険性があります。相談

を通じて当人や家族の負担軽減を図ることで、自殺リ

スクの軽減になります。

〇 〇 〇

46 長寿生きがい課
在宅高齢者短期入

所事業

・介護保険制度における要介護非該当と認定された高

齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如しているひとり

暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合等

に、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援

を行い、基本的生活習慣の確立が図れるよう援助しま

す。

〇 〇

47 長寿生きがい課
高齢者外出支援事

業

・高齢者が外出する際に利用するタクシー運賃の一部

を助成することにより、高齢者の外出支援及び社会参

加を促進し、高齢者の孤立を防ぎます。

〇 〇

48 長寿生きがい課
緊急通報システム

の設置

・独居高齢者で、病弱等により常時注意を要する者

に、緊急通報装置を貸与し、日常生活の緊急事態にお

ける不安を解消します。

〇 〇

49 長寿生きがい課
高齢者配食サービ

ス事業

・一人暮らし高齢者等へ、栄養改善を目的とした配食

を実施し、食への不安を解消するとともに見守りを行

います。

〇 〇

50 長寿生きがい課 ぷらっと嵐トレ

・ぷらっと歩いて通える身近な場所での筋力アップ体

操、介護予防活動の自主的活動を支援することで、認

知症や筋力低下への不安を解消します。

〇 〇 〇

51 長寿生きがい課 らんらんフィット

・加齢による筋力や口腔機能等の低下に伴う不安に対

応するため、理学療法士、言語聴覚士や作業療法士に

よる教室を実施し、必要な助言指導を行います。

〇 〇 〇

52 長寿生きがい課 リハビリ相談

・在宅で心身の問題を抱えている高齢者や家族に専門

職種等が適切な指導をし、日常生活の不安を解消しま

す。

〇 〇

53 長寿生きがい課 介護相談
・高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する

相談を受け、支援につなげます。
〇 〇 〇

54 長寿生きがい課
高齢者への総合相

談事業

・高齢者とその家族の悩みごと等に関する相談を受

け、支援につなげます。

・看護師が高齢者宅を訪問し、声掛けや見守りを行い

ます。

〇 〇 〇

55 長寿生きがい課

嵐山町高齢者等見

守り活動事業（ミ

マモリ）

・町と協力事業者が連携し、高齢者等に対する見守り

活動を実施し、高齢者等が安心して暮らせる環境づく

りを目指します。

〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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56 長寿生きがい課 事業者連絡会

・居宅介護支援事業所及びサービス提供事業所を対象

として、町の介護保険事業についての説明と資質向上

を目指す研修を実施し、自殺対策の視点も加えること

で、適切な機関へつなぐ等の対応を強化します。

〇 〇 〇

57 長寿生きがい課
家族介護支援慰労

金支給事業

・重度の要介護者を自宅で介護し、介護サービスを利

用しなかった介護者へ慰労金を支給することで、家族

の金銭的な負担軽減を図ります。

〇 〇

58 長寿生きがい課
地域包括支援セン

ターの運営

・要支援者が適切なサービスを利用できるよう、本人

や家族と話し合いケアマネジャーが計画を立て、支援

を行います。

・運営協議会や地域ケア会議等で、地域の高齢者が抱

える問題や自殺リスクの高い方の情報等を共有するこ

とで、関係者間の連携の強化や、地域資源の連動につ

なげます。

〇 〇

59 長寿生きがい課 ふれあいの会

・閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある高齢者

を対象として体操、レク等を実施して参加者の交流を

図ります。

〇 〇

60 長寿生きがい課 脳の健康教室

・簡単な読み書き計算に関する学習を継続し、脳の活

性化を図る教室を実施することで、社会参加や仲間づ

くりを通し、活動的で生きがいのある生活ができるよ

うに支援します。

〇 〇

61 長寿生きがい課
ふれあいうきうき

サロン

・地域の集会所等で交流会を実施することで、地域の

連帯の輪を育むとともに、在宅高齢者の閉じこもりを

防止します。

〇 〇 〇

62 長寿生きがい課
認知症サポーター

養成講座

・認知症サポーター養成講座を実施し、サポーターに

自殺対策の視点も加えることで、適切な機関へつなぐ

等の対応の強化につなげます。

〇 〇 〇

63 長寿生きがい課
認知症介護の相談

事業

・認知症に関する相談を受け、必要に応じ医療・介護

サービスの導入を支援します。
〇 〇

64 長寿生きがい課
認知症簡易チェッ

クシステム

・町のホームページに簡単に認知症がチェックできる

認知症簡易チェックシステムを掲載し、認知症の早期

発見、啓発を図ります。

〇 〇

65 長寿生きがい課
認知症初期集中支

援事業

・認知症の初期に集中的・包括的に専門職が支援を実

施し、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援し

ます。

〇 〇 〇

66 長寿生きがい課
徘徊高齢者等位置

情報探索サービス

・徘徊高齢者にGPS端末を所持させ、早期発見につな

げ、介護者の負担軽減を図ります。
〇 〇

67 長寿生きがい課
徘徊高齢者等見守

りシール交付事業

・在宅で生活する概ね65歳以上の徘徊の心配のある

方に予め対象者の情報を登録したQRコードを衣服や

杖等に貼り、発見者がQRコードを読み取ると、即時

に家族にメールが届くシステムを導入することで、家

族の負担軽減を図ります。

〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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68 長寿生きがい課
嵐山町認知症カ

フェ（嵐カフェ）

・認知症の人の重症化予防、その家族の介護負担の軽

減及び認知症についての正しい知識の普及啓発を図

り、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推

進します。

〇 〇 〇 〇

69 長寿生きがい課
介護予防・生活支

援サービス事業

・要支援者に対し、第１号訪問事業（掃除・洗濯等、

日常生活上の支援）・第１号通所事業（機能訓練や集

いの場など日常生活上の支援）・第１号生活支援事業

（栄養改善を目的とした配食を通した見守り）を提供

することで、身体面で問題や不安を抱えている高齢者

を支援します。

〇 〇

70 長寿生きがい課

高齢者虐待防止

ネットワーク推進

事業

・高齢者の孤立、孤独死等の予防及び早期発見、高齢

者虐待防止に向けて関係機関統合の連携強化を図り、

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づ

くりを推進します。

〇 〇 〇

71 長寿生きがい課
在宅医療・介護連

携推進事業

・医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続

けることができるよう、地域の在宅医療・介護の関係

団体が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護

を一体的に提供します。

比企地区９市町村で医療・介護に携わる担当者で組織

し事業を推進。住民及び関係者が情報を収集できる比

企地区在宅医療・介護情報検索システムを運用してい

きます。

〇 〇 〇

72 環境課 自然保護事業

・オオムラサキの森活動センター職員が遊歩道等の巡

視を行う際に、自殺事案の発生や可能性等がないか状

況確認を行うことにより、事案発生を防ぐ手だてを取

ります。

〇

73 環境課
公害・環境関係の

苦情相談

・自殺に至る背景には、近隣関係の悩みやトラブル等

が関与している場合や騒音等の住環境に関するトラブ

ルの背景に精神疾患の悪化等が絡んでいる場合も少な

くない。

〇

74 企業支援課

生活安定対策事業

（若年者の就労相

談）

・若年者の就労相談、就職面接会、就労支援セミナー

等、若年者への就労支援を行うことで生きる支援（自

殺対策）につなげます。

〇 〇

75 企業支援課
しごと情報ポータ

ルサイト構築事業

・ハローワークのポータルサイトを活用し、就労や労

働問題に関する情報を掲載することで、支援を行いま

す。

〇 〇

76 企業支援課 消費生活対策事務

・消費生活上の困難を抱える方に対して、相談や情報

提供を行うことで、自殺リスクの高い方への支援を行

います。

・東松山市消費生活センターにて消費者相談を実施し

ます。

〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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77 企業支援課
地域産業の育成・

発展

・商工会と連携した経営者支援セミナーや、中小企業

経営基盤強化事業の実施等を行い、経営者に健康管理

の必要性と重要性を訴える機会とします。

〇

78 企業支援課 商工相談

・中小企業の様々な経営課題に対応して、各種の専門

家を派遣して相談できる機会を提供することで、経営

者の問題状況を把握し、支援につなげます。

・嵐山町商工会の経営指導員による経営指導を巡回及

び窓口により実施します。

〇 〇

79 企業支援課 中小企業資金融資

・融資の機会を通じて、企業の経営状況を把握すると

ともに、経営者の状況から適切な支援先へとつなげま

す。

〇 〇 〇

80 まちづくり整備課
土木管理に関する

事務

道路及び河川を巡回し、不当に住居している者に対し

て必要な支援を提供します。
〇 〇

81 まちづくり整備課

公園・児童遊園等

の管理及び設置に

関する事務

地域内の公園施設の巡回等を行い、ハイリスク地対策

を進めます。
〇 〇

82 上下水道課 水道料金徴収事務

・徴収員がゲートキーパー研修を受講することによ

り、問題を抱えて生活難に陥っている家庭に対して、

徴収員が必要に応じて他機関へつなぐ等の対応を取り

ます。

〇 〇 〇

83 上下水道課 給水停止執行業務

・滞納者に対する給水停止通知書に、生きる支援に関

する相談先情報を掲載することで、滞納者に対する情

報周知を図ります。

〇 〇 〇

84 教育総務課
地域ふれあい推進

事業

・世代間交流により、子どもたちの育成と地域と学校

の連携を図ります。

・町内全ての学校で学校運営協議会を運営します。

〇 〇

85 教育総務課 保幼小中連携事業

・保育園、幼稚園、小学校、中学校間で、児童生徒の

家族の状況等も含めて情報を共有することにより、課

題を抱える家庭を包括的・継続的に支援します。

・指導主事による就学相談、教育相談室長による教育

相談を行い、円滑に就学相談・事務を実施します。

〇

86 教育総務課

広報活動事業

（ホームページに

よる情報発信含

む）

・学校で行われている「いのちの授業」等、教育活動

に関して、学校だよりや学校のホームページで公開し

ます。

〇

87 教育総務課 就学に関する事務

・支援を要する児童生徒に対し、関係機関と協力して

一人一人の障害及び発達の状態に応じたきめ細かな相

談を行います。保護者の相談にも応じることにより、

保護者自身の負担感軽減にもつながります。

〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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88 教育総務課

就学援助と早期支

援対策に関する事

務

・経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対して

学用品費・給食費等を補助し、家庭の経済的負担を減

らします。

〇 〇

89 教育総務課
奨学金に関する事

務

・町として奨学金支給を行うほか、支給対象の学生に

相談先一覧等のリーフレットを配布し、支援先の情報

周知を図ります。

〇 〇 〇

90 教育総務課
被災児童生徒就学

援助事業

・被災の理由により就学が困難な児童生徒に対し、学

用品費や給食費を援助し、家庭の経済的負担を減らし

ます。

〇 〇

91 教育総務課
学校生活アンケー

ト

・客観的指標として調査結果を活用することにより、

児童・生徒のメンタルヘルスの状態や、学級の状況等

を把握するとともに、必要時には適切な支援につなげ

る等の支援への接点、参考情報となります。

〇

92 教育総務課
教職員人事・研修

関係事務

・教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修

により、メンタルヘルスの状態を客観的に把握し、必

要な場合には適切な支援につなげる等の対応を取るこ

とについての理解を深めることで、教職員（支援者）

への支援となります。

〇 〇

93 教育総務課
学校職員安全衛生

管理事業

・学校職員（支援者）の健康管理を通じて、支援者に

対する支援の充実を図ります。
〇

94 教育総務課

生活指導・健全育

成（教職員向け研

修等）

・教職員向けの研修の中で自殺問題や支援先等に関す

る情報を提供することにより、子どもの自殺リスクに

直面した際の対応と支援について、理解を深めてもら

う機会とします。

〇 〇

95 教育総務課
性に関する指導推

進事業

・命の大切さについての講演を実施し、性に関する指

導の充実を図ります。
〇

96 教育総務課 いのちの教育

・いのちの授業や道徳の時間を用いて命の大切さにつ

いて取り扱っていきます。

・いのちの教育において、SOSの出し方教育を実施し

ます。

〇 〇

97 教育総務課 教育相談

・学校内外の場で専門の相談員に相談できる機会を提

供することで、相談の敷居を下げ、早期の問題発見・

対応につながります。

〇 〇

98 教育総務課

スクールソーシャ

ルワーカー活用事

業

・さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保

護者等の相談対応を図ります。
〇

99 教育総務課
不登校児童生徒支

援事業

・不登校児童生徒の保護者から相談のあった場合に、

相談員が必要に応じて適切な機関へつなぐ等の対応を

とれるようにします。

〇 〇

100 教育総務課

教育に関する調査

研究・会議や連絡

会の開催等

・不登校対策として、スクールカウンセラーや教育相

談員と連携することで、児童生徒の家庭の状況にも配

慮しながら、連携して問題解決へとつなげます。

〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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101 教育総務課
いじめ問題対策事

業

・いじめ問題対策には、町・教育委員会・学校・家

庭・地域その他の関係者等の連携が必要であり、問題

解決のための連携を図ります。

〇

102 教育総務課
小中一貫教育推進

事業

・中学校への進学不安を軽減し、中１ギャップの解消

につなげます。
〇 〇

103 生涯学習課
中学校部活動地域

移行推進事業

・部活動の地域移行を図り、学校と地域の人々が連

携・協力し、部活動を実施できる体制を整備すること

で、教員に対する支援（支援者への支援）を行いま

す。

〇 〇

104 生涯学習課
交流センター講座

の実施

・講座の参加者は同じ趣味等を持つ仲間づくりが出来

ます。また、健康増進講座では、体を動かすことでス

トレス解消につなげます。

〇

105 生涯学習課
PTA活動の支援・

育成に関する事務

・PTAに対するセミナーや研修会等を子どもや保護者

が問題を抱えた際の相談先の情報提供の機会としま

す。

〇 〇 〇

106 生涯学習課 体育施設開放事業

・広く町民に公共体育施設・学校体育施設を開放し、

地域のコミュニティ充実や仲間づくり、心身の健康づ

くり、ストレス発散等に役立てます。

〇 〇

107 生涯学習課
各種スポーツ教室

事業

・スポーツの振興や仲間づくり、心身の健康づくりを

目的とし、スポーツ教室を実施します。
〇 〇

108 生涯学習課 成人式事業

・「二十歳の集い」の参加者に自殺予防などのリーフ

レットを配布し、相談及び支援先の情報周知を図りま

す。

〇 〇

109 生涯学習課 人権問題研修事業

・町民一人ひとりが様々な差別の実態を正しく理解

し、自分の問題として捉え、豊かな見識をもって行動

出来るようになるための講演会を開催します。

〇

110 生涯学習課 図書館の管理

・自殺対策関連ポスターの掲示やリーフレットの配布

を行います。また、学校に行きづらいと思っている子

どもたちにとって「安心して過ごせる居場所」としま

す。

〇 〇

重点施策

No. 担当課 事業名 自殺対策の視点を加えた事業内容

基　本　施　策
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２ 評価指標  

※現状値は、直近値のため令和５年度値の場合を含む。 

 

 

指  標 
現状値 

(令和 6年度) 
 

目標値 

(令和 12 年度) 

嵐山町自殺対策庁内連絡会議の開催 １回 ⇒ 年１回 

職員及び関係団体等を対象とした 

ゲートキーパー研修の開催 

職員一人につ

き１回以上 
⇒ 

職員一人に

つき１回以上 

住民参加型の研修会において「自殺対策の理解を

得られた」とする評価 
―  50％ 

相談窓口案内チラシ等の配布 

成人式での配

布 

年１回 

⇒ 

二十歳の祝で

の配布 

年１回 

自殺予防週間等の啓発 ―  年１回 

法律・人権相談の開催 

法律相談 

  月１回 

人権相談 

  年５回 

⇒ 

法律相談 

月１回 

人権相談 

年５回 

相談できる人がいる割合の増加 

小学 5年生 

  89.4％ 

中学 2年生 

  83.5％ 

⇒ 

小学 5年生 

95.0％ 

中学 2年生   

85.0％ 
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第７章 嵐山町歯科口腔保健推進計画 
 

１ 課題別取り組みと内容 

（１）歯科疾患の予防 

 ◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ アンケート調査の結果から、朝食後と寝る前の歯みがきの習慣づけは一定以上あるとみる

ことができます。しかし、生活環境にも関係し、昼食後や夕食後の歯みがきについては、習

慣づけがまだまだのようです。 

◎ 歯の健康づくりが身につけられるよう、セルフケアとプロフェッショナルケア（P.80参照）を

組み合わせ、継続的に予防対策を行っていく必要があります。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 子どもの歯は胎児のときから育まれます。そのため、妊娠期や子育て期からの取り組みが

重要と考えます。食と同様に生活習慣の基礎は幼少期から作られるものであり、保護者や

保育者の歯を守る行動が大切です。 

◎ 歯の喪失の主な原因であるむし歯や歯周病など歯科疾患の予防については、ライフステ

ージごとの特性を踏まえ、ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生

涯を経時的にとらえた健康づくり）に基づく取組を切れ目なく行われていくことが大切で

す。 

◆ 行動目標１ ◆ 自分自身で歯と口の健康を守り、 

正しい習慣を身につける 

 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・（乳幼児期）歯みがき習慣を身につけます。 

～歯を通じてよい習慣をつくる～ 

 



- 111 - 

 

・（学齢期）正しい歯のみがき方を身につけます。 

・（学齢期）歯と口の健康について学びます。 

・ 妊娠中に１度は歯科検診を受け、むし歯・歯周病の予防、早期発見に努めます。 

・ 歯と口の状態について関心を持ち、正しい歯みがきや歯間部清掃用具の使用などの口

腔衛生の方法を身につけます。 

・ 食後の歯みがきを習慣にします。 

・ 歯周病の予防に取り組みます。 

・ よくかんで食べる習慣を身につけます。 

・ むし歯になりにくいおやつを選び、時間や量を決めて食べます。 

・ 義歯を使用している人は、適切な手入れや使用をします。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 歯科医師等は正しい歯みがきやむし歯予防対策について啓発し、正しい口腔衛生の習

慣が身につくように支援します。 

・ 学校歯科医は、学校や行政と連携して、児童・生徒のむし歯等の対策に努めます。 

・ 歯科医師等は個人にあった義歯の手入れや使用方法について啓発します。 

 

③ 行政ができること  

・ よくかんで食べる習慣や、食べる時間・量、バランスのよい食事について普及します。 

・ むし歯予防についての正しい歯みがきや歯間部清掃用具の使用など自分に適した口腔

衛生の方法を身につけることを普及します。 

・ 広報やホームページ等を通じて歯科口腔衛生について情報を発信します。 

・ 妊娠中の歯科検診の必要性や口腔衛生について啓発します。 

・（学齢期）学校は歯科検診を実施します。 

・（学齢期）学校は歯みがきができる環境を整えることに取り組みます。 

・（学齢期）学校は保健だより等を通じて、児童や生徒、保護者に歯科保健に関する啓発を

します。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

正しい口腔衛生の習慣を身につけるための知識の普

及・啓発、健康診査、健康教育、健康相談の実施 

福祉課・健康いきいき課 

長寿生きがい課 

教育総務課・各学校 

パンフレット配布やポスター掲示、広報やホームペー

ジ等による歯に関する情報発信 

健康いきいき課 

歯の健康まつりへの協力 健康いきいき課 
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養護教諭による歯科保健授業の実施 教育総務課・各学校 

保健だよりの発行 教育総務課・各学校 

 

●期待される効果 

・ 子どもの頃から正しい口腔衛生の習慣を身につけることで、将来にわたって健康な生活

を送ることができます。 

 

 

（２）生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上 

◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 歯と口腔の健康は、全身の健康にもつながるとともに、食事をする機能とその喜びや会話

の楽しさを保つ上でも重要であることから、身体的な健康だけでなく、精神的、社会的な健

康の充実が求められます。 

◎ 日常生活に不可欠な食事が、健康寿命の延伸や生活の質（QOL）の向上に大きな影響を

及ぼすことを認識することが必要です。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 口腔機能は、日常生活に不可欠な食事に密接に関わり、健康寿命の延伸や食べる喜び・

話す楽しみ等の生活の質（ＱＯＬ）の向上に大きな影響を及ぼしています。生涯を通じて 

健やかな生活を送るためには、咀嚼機能をはじめとする口腔機能の維持・向上を図る観点

からも、歯の喪失予防の取組が重要です。 

◎ 口腔機能には、様々な要素が複合的に関連することから、喫煙により、歯周病や生活習

慣病のリスクが高まるため、禁煙対策及び受動喫煙の防止対策を推進します。 

  

～生涯、自分の歯でおいしく食べる、 

                楽しく話す～ 
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◆ 行動目標１ ◆ かむ・飲み込むなどの口腔機能の 

維持向上に取り組む 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 喫煙は胎児への影響や歯周病の悪化に関係するため、喫煙者は禁煙に努めます。喫

煙する家族がいる場合は、受動喫煙の防止に努めます。 

・ 歯周病と生活習慣病、喫煙、全身の健康への影響についての知識を持ちます。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 受動喫煙の防止に努めます。 

・ 口腔体操の普及に努めます。 

 

③ 行政ができること 

・ 歯周病と生活習慣病、喫煙、全身の健康への影響について普及します。 

・ 高齢期の口腔機能の維持向上や、歯の喪失予防などについて啓発します。 

・ 8020運動の達成について普及し、8020 よい歯のコンクール参加者の増加に努めます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

8020運動の周知や推奨 健康いきいき課 

長寿生きがい課 

介護予防における口腔機能向上のための保健事業

の実施 

長寿生きがい課 

町内の公共施設における終日禁煙の実施（再掲） 各施設管理担当課 

 

●期待される効果 

・ 口腔ケアを実施することにより、生活習慣病や認知症予防にもつながります。 
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（３）定期的な歯科検診及び保健指導の推進 

◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 歯の定期健診の状況をみると、年に１回以上受けている人は３２．５％、その一方で受けて

いない人は３１．３％で、僅差となっています。自分の歯の健康に関心を持ち、定期健診な

ど継続的なむし歯予防や予防指導を受け、早期発見、早期治療につなげていくことが必要

です。 

◎ 歯の喪失、歯周病や糖尿病との関連性などについて周知し、歯科口腔の健康を守るた

め、定期健診や予防指導の受診勧奨を推進することが必要です。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 定期的な検診により、自らの歯・口腔の健康状態を把握することができます。継続的な口

腔管理は、歯・口腔の健康保持に大きく貢献することから、定期的な歯科検診や保健指導

の促進が大切です。 

◎ 歯周病は歯の喪失の主な原因でもあるとともに、糖尿病や循環器疾患等の生活習慣病と

の関連性が指摘されています。歯周病の発症予防、重症化予防は、ライフステージの早い

段階から口腔清掃等のセルフケアの取組が必要です。 

 

◆ 行動目標１ ◆ かかりつけの歯科医師を持ち、 

定期的に検診を受ける 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ かかりつけの歯科医師を持ち、歯科検診、歯科保健指導などを受けます。 

・ 治療が必要な場合には、早めに治療を受けます。 

 

② 地域や関係団体、関係機関ができること 

～定期的な歯科検診の習慣をつくり、 

         健康寿命を延ばす～ 
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・ 歯科医師等は定期歯科検診や治療を受けやすい環境づくりに努めます。 

・ 歯科と医科が連携して歯科口腔保健に取り組みます。 

 

③ 行政ができること 

・ かかりつけの歯科医師を持ち、定期的に歯科検診、歯科保健指導を受けることを普及し

ます。 

・ 保育園、幼稚園、学校は歯科検診後の治療勧奨に努めます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

正しい口腔衛生の習慣を身につけるための知識の普

及・啓発、健康診査、健康教育、健康相談の実施（再

掲） 

福祉課・健康いきいき課 

長寿生きがい課 

教育総務課・各学校 

パンフレット配布やポスター掲示、広報やホームペー

ジ等による歯に関する情報発信（再掲） 

健康いきいき課 

歯周病に関する講座の実施 健康いきいき課 

乳幼児健康診査（１歳６か月・３歳児）時の歯科検診

及び歯科保健指導の実施 

健康いきいき課 

養護教諭による歯科保健授業の実施（再掲） 教育総務課・各学校 

  

●期待される効果 

・ 定期的に歯科検診を受診することで、ライフステージごとに効果的なむし歯や歯周病の

予防対策を行うことができます。 
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（４）歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔 

保健の推進 

◆基本目標（めざす姿）◆ 

 

 

 

 

 

●現状と課題 

◎ 歯の定期健診の状況をみると、年に１回以上受けている人は３２．５％、その一方で受けて

いない人は３１．３％で、僅差となっています。自分の歯の健康に関心を持ち、定期健診な

ど継続的なむし歯予防や予防指導を受け、早期発見、早期治療につなげていくことが必要

です。 

◎ 障害者等が身近な地域で歯科保健医療サービスを受けられることが求められています。

一方で、障害者等の診療は、全身麻酔下での治療や長時間にわたる診療等、地域の歯科

医療機関では治療が困難なケースも多い現状にあります。 

 

●取り組みの方向性 

◎ 寝たきり者の生活の質（ＱＯＬ）の向上のために、地域において在宅歯科医療を

受けられるための体制整備が必要です。歯科診療や定期的な歯科保健指導を受ける

ことが困難な要介護高齢者や障害者・児等に対する歯科口腔保健医療を推進してい

きます。 

 

◆ 行動目標１ ◆ 誰もが安心して、訪問歯科診療や 

歯科保健指導が受けられる体制をつくる 

 

●取り組みの内容 

① 個人や家庭ができること 

・ 定期的な歯科保健指導を受けます。 

・ 治療が必要な場合には、早めに治療を受けます。 

～誰もが一生、自分の歯で食べられるようにする ～ 
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② 地域や関係団体、関係機関ができること 

・ 歯科と医科が連携して歯科口腔保健に取り組みます。 

・ 利用する施設での定期的な歯科検診の実施を推進します。 

・ 歯科医師会は、訪問歯科診療機関の派遣を行います。 

 

③ 行政ができること 

・ 寝たきり者の歯と口腔の健康づくりについて普及します。 

・ 歯科口腔保健サービスの情報を普及します。 

・ 歯科医師会と連携し、訪問歯科診療機関の派遣などの調整に努めます。 

 

●行政の施策・事業 

事業内容 担当課 

寝たきり者歯科保健医療事業の実施と周知 健康いきいき課・長寿生きがい課 

パンフレット配布やポスター掲示、広報やホームペー

ジ等による歯に関する情報発信（再掲） 

健康いきいき課 

 

●期待される効果 

・ 歯科口腔保健サービスを実施、向上を図ることで、歯科診療や定期的な保健指導などを

受けるのが困難な方を減らすことができます。 
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２ 評価指標 

※現状値は、直近値のため令和５年度値の場合を含む。 

※歯科口腔保健の推進のためのグランドデザイン 

 

資料：厚生労働省ホームページ 歯・口腔の健康づくりプラン推進のための説明資料より 

  

指  標 
現状値 

(令和 6年度) 
 

目標値 

(令和 12年度) 

３歳児でむし歯のない者の割合の増加 92.6％ 

（令和５年度） 
⇒ 94.0％ 

１２歳児でむし歯のない者の割合の増加 
 90.5％ ⇒ 95.0％ 

何でもかんで食べることができる者（75歳

以上）の割合の増加 

64.5％ 

（令和５年度） 
⇒ 75.0％ 

歯科検診を年１回以上受けている者の

割合の増加 
32.5％ ⇒ 40.0％ 

寝たきり者歯科保健医療事業の実施 

申込数 15 

（令和元～ 

5年度） 

⇒ 申込数 20 
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・・・・ 

・・・ 

第８章 計画の推進 
 

１ 推進体制 
① 行政の推進体制 

 健康増進、食育推進、自殺対策及び歯科口腔保健推進への行政としての取り組みは、下の

図のように個々に関連する庁内の複数の課の業務に多岐にまたがっていることから、それぞ

れが連携をとって地域に密着した活動ができるように推進体制を図ります。 

 

 

＊ 健康教育 ・・・・（健康いきいき課・長寿生きがい課・教育総務課・生涯学習課・ 

             各学校） 

＊ 心の健康 ・・・・（健康いきいき課・長寿生きがい課・教育総務課・生涯学習課・ 

             各学校） 

＊ 地域活動 ・・・・（地域支援課・福祉課・健康いきいき課・長寿生きがい課・ 

教育総務課・生涯学習課・各学校） 

＊ 施設・公園 ・・・・（長寿生きがい課・まちづくり整備課） 

 

  ＊ 食 育 ・・・・ （福祉課・健康いきいき課・長寿生きがい課・教育総務課・ 

生涯学習課・各学校） 

＊ 農産物 ・・・・ （農政課） 

 

＊ ネットワークの強化 ・・・・ （全課局） 

＊ 人材の育成     ・・・・ （全課局） 

＊ 啓発と周知     ・・・・ （全課局） 

＊ 生きることの促進  ・・・・ （全課局） 

＊ 児童生徒への教育   ・・・・ （教育総務課・各学校） 

 

＊ 歯科疾患の予防 ・・・・ （福祉課・健康いきいき課・長寿生きがい課・ 

教育総務課・各学校） 

＊ 口腔機能の維持・向上 ・・・・ （健康いきいき・長寿生きがい課・ 

各施設管理担当課） 

＊ 定期的な歯科検診・保健指導 ・・・・ （福祉課・健康いきいき課 

長寿生きがい課・教育総務課・各学校） 

＊ 困難者に対する歯科口腔保健 ・・・・ （健康いきいき課・長寿生きがい課） 

健

康

増

進 

食育 

推進 

自

殺

対

策 

 

歯

科

口

腔

保

健 
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② 町民、そして地域や関係団体・機関との連携・共同 

この計画を、基本理念に基づき実効性をもたせ、基本目標と行動目標を達成していくた

めには、なによりまず健康づくりの主体となる町民一人ひとりが自分の意思で積極的に取り

組んでいかなければなりません。しかし、一人ひとりでの取り組みにはどうしても限界があり

ます。そのため、ヘルスプロモーションの理念からも町民一人ひとりと家庭、地域、様々な観

点でかかわる関係団体・関係機関、働く職場や日々の生活に密着する店舗などがそれぞ

れの役割をそれぞれの立場で連携しながらこの計画を推進していくことが大切となります。 

   町全体でこの計画に取り組むためには様々な社会環境の整備が求められます。そのため、

行政内部はもとより、企業や関係団体、関係機関、地域そして町民に広くこの計画に関する

様々な情報を周知・提供し、まずは町全体で健康づくりに取り組む体制への気運の醸成を

図ります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

団体・機関 

社会福祉協議会 

老人クラブ連合会 

体育協会 

PTA連絡協議会 

商工会 

農業協同組合 など 

地  域 

区長会 

町内全区 

地域団体 

など 

・ 

・ 

企 業 

事業者 

職 場 

町民(個人) 

家 庭 

保育所 

幼稚園 

学 校 

行  政 

医療機関 

福祉施設 
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２ SDGsの視点を踏まえた計画の推進 
ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」

の略称です。 

ＳＤＧｓは２０１５年（平成２７年）9 月の国連サミットで全会一致採択されたもので、国連加盟１

９３か国が２０１６年から２０３０年の 15年間で達成するために掲げた持続可能でよりよい世界を

目指す国際目標です。１７のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残

さない（leave no one behind）」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず，先進国自

身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり，日本としても積極的に取り組んでいます。 

この目標の１つに「すべての人に健康と福祉を」とあり、健康づくりの重要性がより認識される

ようになってきています。なお、嵐山町の総合振興計画においても、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発

目標）の１７の目標を達成するため、自治体 SDGs の取組を推進します。」と方針に掲げていま

す。 

 本計画においても SDGs の観点から相互に連携して総合的に推進していくことが必要と考え

ます。 

 

SDGs（持続可能な開発目標）の 17の目標 

   

資料：国際連合広報センターホームページ 
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３ 計画の進行管理 
 

 本計画の基本理念の合言葉『何でも習慣、いいあんばい（塩梅） 延ばそう健康寿命』

の実現に向け、健康づくりに取り組んでいきます。その取り組みには、町民一人ひとりと“地域”

や“関係団体・関係機関”、“企業”や“行政”が一体となって、それぞれの役割や連携を図り進

めていく必要があります。 

 計画では、基本目標と行動目標を定め、各施策を具体的、多角的に検証しつつ、柔軟に対

応し、効果的な改善を図れるように進行管理と評価を行っていきます。 

 

①  計画の進行管理 

計画の進行管理については、これまで関係団体・関係機関、企業、行政等で個々に取り組

んできた取り組みについて、連携できるもの、連携すべきものを確認、整理しつつ、計画の進

捗状況を把握します。また、施策を展開していく中で、計画の浸透度や町民の意識の変化、

行動の変化等の把握し、より良い改善ができるよう努めます。 

 

②  計画の評価 

本計画は、６年後の令和１２年度を計画最終年度としています。計画の評価や見直しにつ

いては、各基本目標・行動目標の指標について関連する取り組み状況と結果を確認・把握し、

最終年度に総合評価を行い、次期計画の取り組みに反映させていきます。 
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資料編 
 

１ 策定経過 
 

年 月 日 内    容 

令和６年 

1月 22日 
嵐山町健康いきいきプラン策定委員会設置要綱施行 

4月 23日

～  

5月 15日 

嵐山町健康アンケート調査の実施 

 対象：嵐山幼稚園児の保護者、町内の小学５年生、 

  町内の中学２年生、 

  18歳以上の成人 

7月 12日 

 

 

第１回策定委員会 

 ・委員長、副委員長の選出について 

 ・嵐山町健康いきいきプランについて 

 ・アンケート調査について 

 ・今後のスケジュールについて 

11月 13日 
第２回策定委員会 

 ・嵐山町健康いきいきプラン（素案）について 

 12月 4日

～  

12月 26日 

嵐山町健康いきいきプラン（素案）におけるパブリックコメントの実施 

・結果 提出者 0名、項目 0件 

令和７年 

１月 27日 

 

第３回策定委員会 

 ・嵐山町健康いきいきプラン（素案）について 

3月    嵐山町健康いきいきプラン  計画の策定 
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２ 設置要綱・委員名簿 
 

◎嵐山町健康いきいきプラン策定委員会設置要綱 

令和元年８月１日告示第27号 

   改正 令和６年１月22日告示第19号 

（設置） 

第１条 嵐山町における健康の増進、食育の推進、歯科口腔保健の推進及び自殺対策施策に関

する事項を一体的に定める計画として、嵐山町健康いきいきプラン（以下「プラン」という。）を策

定するに当たり、広く意見を聴取するため、嵐山町健康いきいきプラン策定委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 健康増進法（平成14年法律第103号）第８条第２項に規定する健康増進計画に関すること。 

(2) 食育基本法（平成17年法律第63号）第18条の規定する食育推進計画に関すること。 

(3) 歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号）第３条第２項に規定する施策に

かかる基本的な計画に関すること。 

(4) 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）第13条第２項に規定する自殺対策計画に関する

こと。 

(5) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 健康増進、食育、歯科口腔保健及び自殺対策に関わる専門職又は関係団体に属する 者 

(2) 一般公募による町民 

(3) その他町長が特に必要と認める者 

（任期） 
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第４条 委員の任期は、第２条の所掌事務に関する策定が終了した日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を各１人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を

聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康いきいき課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月１日から施行する。 

附 則（令和６年１月22日告示第19号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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◎嵐山町健康いきいきプラン策定委員会 委員名簿 

№ 氏 名 所属 組織・団体名 備 考 

１ 澁川 悦子 
埼玉県東松山保健所 

保健予防推進担当部長  
 

２ 岡 敦子 在宅保健師・栄養士の会 管理栄養士   

３ 田畑 茂夫 嵐山町社会福祉協議会 事務局長  委員長 

４ 髙坂 英夫 嵐山町商工会 会長   

５ 星野 司郎 嵐山町老人クラブ連合会 会長   

６ 安藤淳之介 
嵐山町ＰＴＡ連絡協議会 会長  

（学校給食運営委員会） 
 

７ 笠谷 芳子 嵐山町民生委員・児童委員協議会 会長  副委員長 

８ 持田 昌代 埼玉県歯科衛生士会  

９ 田中 恵子 嵐山幼稚園 園長   

10 奥田 梢 嵐山町学校給食センター 栄養教諭   

11 野村 葉子 嵐山町立学校養護教諭部会 代表  
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３ 関係町例規 
◎ 嵐山町歯科口腔保健の推進に関する条例 

平成 30年 12月 12日条例第 23号 

（目的） 

第１条 この条例は、口腔の健康づくりが町民の健康の保持及び増進に果たす役割の重要性に鑑

み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23年法律第 95号）に基づき、町が行う歯科疾患

の予防等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」という。）の推進に関し、基本理念を

定め、及び町の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって町民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければなら

ない。 

(1) 町民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、

歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患

の特性に応じて、適切かつ効果的に口腔の健康を確保することを推進すること。 

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつ

つ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。 

（町の責務） 

第３条 町は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯科口腔保健の推

進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（歯科医療等業務従事者の責務） 

第４条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事

する者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、町が実施する歯科口腔保健の推進

に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（保健、医療、福祉及び教育関係者等の責務） 

第５条 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に関する業務に従事する者及

びこれらの業務を行う機関は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、町が実施する歯

科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者（他人を使用して事業を行う者をいう。）は、基本理念にのっとり、その雇用する者

（以下この条において「従業員」という。）の歯科に係る検診（健康診査及び健康診断を含む。次

条において同じ。）、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する従業員の取組を

支援するよう努めるものとする。 
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（町民の責務） 

第７条 町民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自

ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて

保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 

（基本的施策の実施） 

第８条 町長は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる事項を基本とする施策を実施するも

のとする。 

(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科口腔保健に必要な施策 

(2) 妊娠期における適切な歯科口腔保健に必要な施策 

(3) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健に必要な施策 

(4) 歯科口腔保健の観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病並びに

喫煙による影響の対策を図るために必要な施策 

(5) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策 

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策 

（財政上の措置等） 

第９条 町は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第 10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

 

 

◎ 嵐山町自殺対策庁内連絡会議設置要綱 

令和２年２月３日告示第 17号 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成 18年法律第 85号）に基づき、誰も自殺に追い込まれることのない

嵐山町の実現を目指し、自殺対策を全庁で横断的に取り組むために、嵐山町自殺対策庁内連

絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。 

(2) 自殺対策の諸施策の調整、検討及び推進に関すること。 

(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 
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（組織） 

第３条 連絡会議は、各課局長をもって組織する。 

（座長及び副座長） 

第４条 連絡会議に座長及び副座長を置き、座長は健康いきいき課長をもって充て、副座長は長

寿生きがい課長をもって充てる。 

（会議） 

第５条 連絡会議の会議は、座長が招集し、その議長となる。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係職員の出席を求めて意見又は説

明を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、健康いきいき課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に

諮って定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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